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は し が き 

 

 

東京都では、消費生活総合センターなどに寄せられる相談情報や東京消防庁をはじめと

する関係機関からの情報をもとに、身の回りの商品に起因する事故から都民を守るための

様々な対策に取り組んでいます。 

東京都商品等安全対策協議会（以下「協議会」という。）は、消費者、事業者、学識経験

者からなる委員が、それぞれの立場からの知見をもとに、商品の安全対策について具体的

な検討・協議を行う場です。これまでも身近な商品の安全対策について数々の貴重な提言

を取りまとめ、東京都の商品安全行政の中で重要な役割を果たしてきました。特に最近は、

子供の事故防止に重点を置いて協議会に検討を依頼してきましたが、協議会が取りまとめ

た提言を踏まえて業界団体における安全規格の策定が行われるなど、その報告は具体的な

成果となって実を結んでいます。 

今回の協議会報告にも、未来を担う子供たちを安全に、かつ、健やかに育てていくため

に、事業者、消費者及び行政が今後取り組むべき事項について、数多くの貴重な提言が盛

り込まれています。東京都においては、これらの提言が着実に具体的な安全対策に結びつ

いていくよう、国や関係団体等に提案・要望を行うとともに、都民への普及啓発に積極的

に取り組んでまいります。 

また、この報告書が、関係各位において広く活用され、「ベビー用のおやつ」はもとより、

多くの商品の安全対策の検討にも参考とされることを大いに期待するものです。 

最後に、協議会の会長をお務めいただいた詫間晋平教授をはじめ、委員の皆様に絶大な

ご協力を賜りましたことに対して、厚く御礼を申し上げます。 
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は じ め に 

 

 

東京都商品等安全対策協議会（以下「協議会」という。）は、東京都の委嘱を受けた消費

者、事業者、学識経験者等により構成され、商品等による危害や危険から都民を守るため、

東京都が選定したテーマについて検討・協議を行い、安全対策について提言している。 

東京都は、都の消費生活総合センター、独立行政法人国民生活センターに寄せられた相

談情報及び東京消防庁の救急搬送状況を分析し、「ベビー用のおやつ」（乳児（1歳未満の子

供）を対象とうたった乾燥した菓子類）による窒息事故が複数あることを把握した。乳幼

児は食べ物による窒息がおきやすく、窒息により気道が閉塞されると、その対応によって

は、重篤な事故につながる危険があり、さらに多くの事故が潜在化している可能性がある

と判断した。 

そこで、東京都は、危害の未然防止・拡大防止を図る必要があると考え、テーマとして

「『ベビー用のおやつ』の安全対策について」を選定し、協議会に対し検討・協議するよう

依頼したものである。 

協議会は、平成 20 年 10 月に東京都から依頼を受けた後、4回にわたる各委員の精力的な

議論を行った。 

協議会では、東京都が実施した消費者アンケート調査等を分析し、多くの消費者が「ベ

ビー用のおやつ」を利用していること、窒息事故に遭っている子供が相当数いること、事

故があってもどこにも申し出ず事故が潜在化していること等を明らかにした。また、「ベビ

ー用のおやつ」の現状及び課題を整理し、商品そのものや注意表示及び消費者の意識の改

善の必要性に関して様々な意見や指摘がなされた。こうした議論を経て、協議会は、国・

関係機関、製造・販売事業者団体、東京都が取組むべき具体的事項について、提言を取り

まとめた。 

協議会は、この報告に基づいて、東京都が、「ベビー用のおやつ」の安全対策に取組むよ

う、国や関係する団体等に対し提案・要望を行うこと、また、消費者に対し、積極的に注

意喚起・情報提供を行うことを求めるものである。 
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１ 「ベビー用のおやつ」の安全対策の必要性 
 

電子レンジ、テレビ等の家庭用電気製品の発火や走行中に自転車が破損し転倒する

等身の回りの商品による事故は後を絶たない。 

国は、平成 19 年 5 月、消費生活用製品安全法を改正し、製品事故情報の報告・公

表制度を新設した。しかし、この制度は、重大な事故が発生した後の拡大防止の取組

が中心で、事故を未然に防止するための安全対策を図るには万全とまでは言えない。 

一方、遊具、エスカレーター、シュレッダー等の身の回りの商品による事故に子供

が巻き込まれてしまうことも少なくない。 

国の人口動態統計では、1 から 14 歳までの子供の死亡原因は、不慮の事故が昭和

35年以降第1位となっており、これらの事故を未然に防止する対策が不可欠である。 

不慮の事故の中には、食べ物による窒息も含まれ、4歳以下の子供の死亡者は、毎

年 30 名を越え、そのうち半数以上は乳児（1 歳未満の子供）が占めている。乳幼児

は、食べ物による窒息を起こしやすい。最近も、1歳 9ヶ月の子供がこんにゃく入り

ゼリーを喉に詰まらせ窒息死するという痛ましい事故が発生している。 

全国の消費生活センターに寄せられる乳児の食べ物による窒息事故の相談は、平成

19 年に 2件、平成 20 年（6月末現在）に 1件の合計 3件あった。その原因となった

食べ物はいずれもウエハースやビスケット等のおやつ（乾燥した菓子類）であった。 

また、東京消防庁管内で同様のおやつにより窒息で救急搬送された事例は、平成

19 年の 1年間に 4件あった（いずれも軽症）。 

窒息により気道が 3～6 分間閉塞されると、死亡につながることもあり、食べ物に

よる窒息という不慮の事故を防ぐことは急務の課題である。 

東京都商品等安全対策協議会（以下「協議会」という。）では、これまでも私たち

の身の回りにある身近な商品を取り上げ、その安全対策について検討を行ってきたが、

今回は、次の理由から、「ベビー用のおやつ」（ｐ.2「(1) ア 定義」参照）を取り

上げ、窒息事故防止に向けた安全対策を検討することとした。 

 

第一に、「ベビー用のおやつ」は、多種多様の商品が身近なスーパーマーケットや

薬局・ドラッグストア等で販売されており、多くの消費者が利用している。 

第二に、各消費生活センター等には少数であるが、窒息事故の報告がある。しかし、

実際に危害にあった人は消費生活センター等へ相談する人の少なくとも 20 から 30

倍はいると言われている。窒息事故は潜在化し、実際の事故は多数起きている可能性

がある。 

第三に、「ベビー用のおやつ」の製品規格等は製造事業者が独自に設定し安全対策

を図っているが、業界全体で統一化されていない。 
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(1) 「ベビー用のおやつ」とは 

  ア 定義 

協議会における「ベビー用のおやつ」

とは、「○ヶ月頃から」などと乳児を対象

とうたったソフトせんべい、ビスケット、

ボーロ、ウエハース等の乾燥した菓子類

をいう。なお、協議会において定義した

言葉である。 

  

 イ 製造・販売状況等 

日本ベビーフード協議会がまとめた生産統計によると、会員事業者の「ベビー

用のおやつ」の日本国内の小売金額は、平成 19 年は 41.6 億円で、おおよそベビ

ーフードの 1/10 であり、統計を取り始めた平成 14 年から微増している（図 1

参照）。 

平成 19 年の乳児 1 人当たりの「ベビー用のおやつ」の消費量を推定する

と、1人あたり約 19.1 箱（又は袋）となる。 
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図 1 「ベビー用のおやつ」等の小売金額の推移 

 

都がインターネットにより調査したところ、国内事業者における販売商品数は、

表 1 のとおりであり、「ベビー用のおやつ」の販売商品数は、ベビーフード製造

事業者 5事業者で 51 商品、菓子製造事業者 3事業者で 6商品、ベビー用品専門

店 1事業者で 5商品であった。 

「ベビー用のおやつ」の販売商品数を対象月齢ごとに見ると、最も早いもので

5ヶ月頃からのものが 3商品あり、商品数が最も多いのは 7ヶ月頃からのもので

「ベビー用のおやつ」 
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30 商品であった。 

これらの「ベビー用のおやつ」は、スーパーマーケット、薬局・ドラッグスト

ア、ベビー用品専門店等で、ベビーフードコーナー及び菓子売場等において販売

されている。 

 

表 1 国内事業者における「ベビー用のおやつ」の販売商品数 

事 業 者 名 
「ベビー用のおやつ」の販売商品数 

合計 5ヶ月～ 6ヶ月～ 7ヶ月～ 9ヶ月～ 

ベビーフード製造事業者 51 0 15 23 13 

菓子類製造事業者 6 1 1 4 0 

ベビー用品専門店 5 2 0 3 0 

合 計 62 3 16 30 13 

 
 
 (2) 「ベビー用のおやつ」に関する規格等 
  ア 「ベビー用のおやつ」に関する製造事業者の取組 

「ベビー用のおやつ」を製造している事業者では、各社で商品の設計にあたり

目標及び規格等を設け、それらを考慮して商品を製造している。各社の目標及び

規格等についてまとめたものが表 2及び 3である。 

 

表 2 各製造事業者の「ベビー用のおやつ」の設計目標、規格等（項目別） 

月齢設定 

関連項目 
配 慮 内 容 備     考 

素材・原材料 

原材料：素材・アレルギー配慮 

 

6 か月：米を主原料（固形原料なし） 

7 か月：小麦・卵黄の使用可能 

9 か月：全卵の使用可能 

添加物：月齢 6 ヵ月商品では不使

用 

7 か月以上品（ビスケット類）には使

用 

固さ 

やわらかさ（6か月商品はソフ

トせんべいタイプのみ） 

測定機器による固さ測定実施 

ただし規格化は困難（固さとデー

タとの相関性が不明確） 

口溶け（溶解性） 

すみやかな口溶け 温水 37℃での崩壊性試験など 

ただし規格化は困難（固さとデー

タとの相関性が不明確） 

サイズ 

のどに詰まり難いサイズ 

（特に月齢 6か月商品） 

ソフトせんべい類については持ち

やすいサイズ（60mm 以上など） 

赤ちゃんの器官サイズを考慮 
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栄養成分 

Ｎa量の低減 ベビーフード基準の順守（200mg or 

300mg/100g） 

または一般向けより低減 

カロリー：低カロリー設計 栄養摂取目的ではなく、おやつの

楽しさ、食への興味を目的とする 

表示 注意表示の充実（各社ほぼ共通） 月齢別の注意表示はない 

 

表 3 各製造事業者の「ベビー用のおやつ」の設計目標、規格等（月齢別） 

月 齢 配 慮 内 容 該当商品 

6 か月 

米を主原料、アレルギー配慮、やわらかく口溶
けの良い（固形分なし）、のどに詰り難く持ちや
すい形状 
2 度アルファ化しているため消化吸収が良い 

ソフトせんべい 

7 か月 
アレルギー配慮（小麦、卵黄は使用可能） 
おやつの楽しさを与えるバリエーション 
通常品よりも薄くする 

ボーロ 
ウエハース 
ビスケット 

9 か月 
アレルギー配慮（小麦、全卵は使用可能） 
7 ヵ月商品よりもやや固め 

ソフトせんべい 
ボーロ 
ウエハース 
ビスケット 

 
  イ 統一的な規格等について 

「ベビー用のおやつ」については、製造事業者が各社で設計目標及び規格等を

設けているが、業界内での統一化はされていない。 

「ベビー用のおやつ」は、離乳のためのすべての食事を意味する「離乳食」の

範疇に入るが、離乳を手助けする目的で市販されている加工食品である「ベビー

フード」には該当しないというのが、製造事業者の解釈である。そのため、 「ベ

ビー用のおやつ」には、厚生労働省が定めた「ベビーフード指針」、日本ベビー

フード協議会が定めた「ベビーフード自主規格」は適用されていない。 

 
 
 (3) 「ベビー用のおやつ」による窒息事故の現状 

  ア 各消費生活センターへの相談状況（独立行政法人国民生活センター 消費生活

相談データーベース） 

全国の各消費生活センターへの「ベビー用のおやつ」による窒息事故の相談状

況は表 4のとおりである。 

過去 10 年間で 3件であったが、その 3件は、平成 19～20 年に発生している。 
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表 4 各消費生活センターへの相談状況 

受付年 
被害者の
月齢等 

商  品 
相談者 

相 談 内 容 
住 所 

平成20年 
9ヶ月 
女児 

ウエハース 
(7ヶ月頃から) 

東京 

 当該商品を小さく切って与
えたところ、喉に張り付き、
呼吸できなくなり意識を失っ
た。自分が見ていなければ死
ぬ可能性もあったと思うと怖
い。情報提供したい。 

平成 19 年 
7ヶ月 
女児 

チーズスティック 
(7ヶ月頃から) 

千葉 

当該商品を自分で手で持
って食べていたところ、大き
く割れて口に入ってしまっ
た。喉に詰まらせ窒息しそう
になり泣き声も出せない状
況に。喉に指を入れ取り出し
事なきを得たが危険である。
注意表示には大きく割れる
旨の記載はなかった。 

平成 19 年 7ヶ月 タマゴボーロ 神奈川 

当該商品を与えたところ、
喉に詰まった。慌てて牛乳を
飲ませ大事には至らなかっ
たが危険である。注意表示す
べきでは。 

平成 20 年 6 月末現在 

 

  イ 都内の救急搬送状況（東京消防庁救急出動件数） 

平成 19 年に東京消防庁管内で「ベビー用のおやつ」と思われる食品により窒

息して、救急搬送された事例は表 5のとおり 4件あった。 

 

表 5 都内の救急搬送状況 

受付月 
搬送者の
年齢等 

原因と 
なった商品 

救 急 要 請 の 概 要 
初診時
程度※ 

9月 
8ヶ月 
男児 

せんべい 

電車内で当該商品を食べさせてい
たところ、喉に詰まり苦しそうなの
で、駅で下車、駅員に救急要請を依
頼した。 

軽症 

9 月 
7ヶ月 
女児 

ビスケット 
子供が当該商品を喉に詰まら
せ、顔面蒼白になった。 

軽症 

4 月 
7ヶ月 
女児 

ビスケット 
当該商品を食べさせたところ、
急に咳き込み、喉に詰まらせた。 

軽症 
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2 月 
9ヶ月 
女児 

幼児用 
スティック 

自宅で当該商品を食べていた
際、一瞬呼吸ができなくなったの
で、救急要請した。 

軽症 

※ 軽症とは、入院の必要がないもの。 

【参 考】 初診時程度には、軽症以外に、重篤（生命の危険が切迫している）、

重症（生命に危険がある）、中等症（生命の危険はないが、入院の必要

がある）などの区分がある。 

 

  ウ 小児科医からの情報提供 

協議会特別委員の山中龍宏医師より次のような情報提供があった。他の小児科

医にも同様の情報が入っている可能性はある。 

 

「ベビー用のおやつ」による窒息ニアミス例 

男児 平成 20 年 4 月 12 日生まれ（6ヵ月 24 日） 

経 緯 

以前から、楕円形で子供が持ちやすいので、ソフトせんべいを与え
ており、その際は細かくして与えていた。 
平成 20 年 11 月 6 日午後 1時過ぎ、子供にソフトせんべいを持たせ、
食べさせた。そのとき、母親はそばにいた。 
しばらくすると、ソフトせんべいの最後に食べていた部分が詰まっ
たようで、口唇の色が紫色になった。母の姉が子供の背中をたたいた
が出てこなかったため、口の中に指を入れてかき出した。 
救急車を呼び、血中酸素飽和度をチェックしたところ、その値は問
題なかったが、念のため、総合病院小児科に搬送された。 
子供の上口蓋にかき出したときの爪あとがある以外、とくに所見は
なく、帰宅した。 

コメント 

１ 経緯は母親から聞いただけであるが、顔色不良となっており、救
急車を呼んだことから、窒息状態が数分間あったことは確かである。 
 
２ この窒息状態が持続して、低酸素性脳症の状態になりうるのか、
それともソフトせんべいでは窒息状態が解除されやすく、低酸素性
脳症の危険性は低いのかは不明である。 
 
３ ソフトせんべいの製品の問題 
形状、硬度、粘性、口解けに問題があるのか。 

  母親の話では、｢よだれで溶けず、のどにはまった｣とのこと。 
 
４ 子供の喉頭部の構造と嚥下機能 
  どれくらいの粘度で飲み込まれるのか。 
「楕円形で持ちやすい」と考えたのは母親であり、子供にとって
もちやすいかどうかは不明である。 
 
※ なお、母親からはこの件を協議会で情報提供することについて了
解を得ている。 
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２ 「ベビー用のおやつ」による窒息事故に関する調査等 

 (1) インターネット消費者アンケート調査 
  ア 調査内容 

   (ｱ) 調査対象 

東京都内の生後6ヶ月から就学前の子供のいる世帯、1000世帯以上とする。 

区部と市町村部は平成20年 6月 1日現在の人口比（区部68％、市町村部32％

程度）の割合で抽出とする。 

   (ｲ) 調査期間 

     平成 20 年 9 月 16 日（火）から 24 日（水） 

   (ｳ) 調査手法 

     WEB を利用したインターネット調査 

   (ｴ) 質問内容 

    ・ 「ベビー用のおやつ」の利用状況 

・ 「ベビー用のおやつ」による窒息事故の状況、その原因、窒息事故発生時

の相談状況 

    ・ 「ベビー用のおやつ」の注意表示及び必要性 

    ・ 「ベビー用のおやつ」、製造事業者及び行政への要望 

   (ｵ) 回答条件 

「危害」とは、実際に窒息事故が起こり重篤な状態になったこと。「ベビー

用のおやつ」を与えたら、のどに詰まらせ、一瞬呼吸が停止し顔が青ざめた、

意識を失ったなども含まれる。 

「ヒヤリ･ハット」とは、「危害」には至らなかったが、窒息事故が起こりそ

うになり、ひやりとしたり、ハッとしたこと。例えば、「ベビー用のおやつ」

を与えたら、のどに詰まらせそうになり、むせてしまった、咳き込んでしまっ

た、飲み込めず吐き出してしまったなどが該当する。 

   (ｶ) 回収状況 

有効回答数は、1,005 世帯で、区部及び市町村部の内訳は、表 6のとおりで

ある。 

表 6 区部及び市町村部の内訳 

 回収数 回収構成比[％] 

区部 667 66.4 

市町村部 338 33.6 

合 計 1,005 100.0 
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  イ 調査結果 

   (ｱ) 与えた経験 

この調査では、「ベビー用のおやつ」を「ソフトせんべい」、「ビスケット類」、

「ボーロ」、「ウエハース」の 4 種類に大別している。4 種類のうちいずれか 1

つでも与えた経験があると回答した人は、95.4％（959 人）であった。 

与えたこと
がある
95.4%

（959人）

与えたこと
はない
4.6%

（46人）

 
図 2 「ベビー用のおやつ」を与えた経験 

 
種類別に見ると、図 3 のとおりで、ソフトせんべいが最も多く、9 割以上

（90.5%、910 人）であった。 

90.5

77.3

62.4

84.2

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ソフトせんべい

ビスケット類

ウエハース

ボーロ

その他の
「ベビー用のおやつ」

 

図 3 種類別の与えた経験 

 

   (ｲ) 与え始めた時期 

「ベビー用のおやつ」を与え始めた時期は、図 4のとおりで、全体で見ると、

7割以上（74.7％）が生後 1歳未満から与え始めていた。 

最も早い時期から与え始めていたのはソフトせんべいで、8割以上（84.8%）

が 1 歳未満であった。1 歳未満で与え始めていたのが多かったのは、続いて、

ボーロの 79.3%であった。ビスケット類は 66.1%、ウエハースは 66.9%で比較

(N=959、複数回答) 

(N=1005) 
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的遅めだったが、それでも、1歳未満で与え始めたのは 6割を超えた。 

               

2.3

4.6

0.9

1.1

2.1

0.0

17.1

29.0

8.1

11.3

17.8

0.0

29.2

33.3

25.9

23.1

33.0

17.8

26.1

17.8

31.3

31.4

26.4

22.2

19.0

11.4

25.4

24.6

16.0

42.2

6.3

3.8

8.5

8.5

4.7

17.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生後４ヵ月以前 生後５～６ヵ月 生後７～８ヵ月

生後９～11ヵ月 生後１歳～１歳３ヵ月 生後１歳４ヵ月以降
 

図 4 「ベビー用のおやつ」を与え始めた時期 

 

   (ｳ) 与える頻度 

「ベビー用のおやつ」を与える頻度は、図 5 のとおりで、全体では、週 1

回以上が 9割以上（93.2％）であった。 

9.6

17.6

4.8

3.2

10.4

4.4

39.9

45.1

36.6

31.7

43.9

33.3

43.7

33.3

52.9

52.3

39.8

48.9

6.8

4.1

5.8

12.8

5.9

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつも（ほぼ毎日） 時々（週２～３回程度）

たまに（週１回程度） その他  
図 5 「ベビー用のおやつ」を与える頻度 

 

   (ｴ) 購入先 

「ベビー用のおやつ」の購入先は、図 6に示すとおりで、薬局・ドラッグス

トアが最も多く、スーパーマーケット、ベビー用品専門店の順で続き、この 3

ヶ所で 7割以上（74％）であった。 

        (N) 

全体 (3205) 

ソフトせんべい (910) 

ビスケット類 (777) 

ウエハース (627) 

ボーロ (846) 

その他の「ベビー用のおやつ」 (45) 

        (N) 

全体 (3205) 

ソフトせんべい (910) 

ビスケット類 (777) 

ウエハース (627) 

ボーロ (846) 

その他の「ベビー用のおやつ」 (45) 

(N=959、複数回答) 

(N=959、複数回答) 
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26.8

24.2

23.0

23.8

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

薬局・ドラッグストア

スーパーマーケット

ベビー用品専門店

その他

不明・無回答

 
図 6 「ベビー用のおやつ」の購入先 

  

   (ｵ) 与えた理由 

「ベビー用のおやつ」を与えた理由は、図 7に示すとおりで、全体では、「子

供がよく食べるまたは欲しがる」が最も多く、5割以上（53.2％）であった。 

また、「栄養学的に子供に必要と考えた」及び「より多くの離乳食を与えた

かった」を合わせると 3割以上（32.5％）であった。 

その他の回答の中には、外出時やぐずった時というものが多くあった。 

 

13.5

12.1

15.7

12.9

13.4

13.3

19.0

20.0

19.2

19.0

18.1

11.1

40.6

41.9

39.9

45.0

37.1

28.9

53.2

56.4

48.5

45.5

59.5

57.8

9.0

8.7

8.9

8.1

9.6

17.8

0% 30% 60% 90% 120% 150%

栄養学的に子供に必要と考えたから

より多くの種類の離乳食を与えたかったから

子供が食べるか試してみたかったから

子供がよく食べるからまたは欲しがるから

その他  
図 7 「ベビー用のおやつ」を与えた理由 

 

   (ｶ) 購入の際参考にした表示 

購入の際参考にした表示は図 8に示すとおりで、8割以上（82.4％）が対象

(N=959、複数回答) 

(N=959) 

        (N) 

全体 (3205) 

ソフトせんべい (910) 

ビスケット類 (777) 

ウエハース (627) 

ボーロ (846) 

その他の「ベビー用のおやつ」 (45) 
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月齢表示を参考に購入していた。 

82.4

85.7

80.7

80.1

82.2

84.4

55.0

52.7

60.4

57.1

51.7

44.4

7.1

6.7

7.5

6.7

7.6

11.1

0% 30% 60% 90% 120% 150%

「７ヵ月頃から」などの対象月齢表示

「カルシウム強化」「鉄強化」などの栄養成分に関する表示

その他  
図 8 購入の際参考にした表示（複数回答） 

 

  (ｷ) 危害またはヒヤリ･ハットの経験 

「ベビー用のおやつ」を与えた経験があると回答した人のうち、危害またはヒ

ヤリ･ハットの経験があったのは 22.1％（212 人）で 5人に 1人以上であった。 

危害またはヒヤリ・
ハットの経験なし

77.9%
（747人）

危害またはヒヤリ・
ハットの経験あり

22.1%
（212人）

 
図 9 危害またはヒヤリ･ハットの経験 

 

本調査では、危害またはヒヤリ･ハットの状況を具体的に尋ねているが、記

載があったものについてまとめると、表 7のとおりである。 

ソフトせんべいとウエハースは、「喉に張り付いた」が最も多く、次は「口

に頬張りすぎた」であった。一方、ビスケット類とボーロは、「口に頬張りす

ぎた」が最も多く、次は「うまく噛み砕けない」であった。 

また、危害またはヒヤリ･ハットが発生したときの月齢についてまとめると、

表 8及び図 10 のとおりである。生後 8ヶ月と 12 ヶ月にピークがあった。 

 

        (N) 

全体 (3205) 

ソフトせんべい (910) 

ビスケット類 (777) 

ウエハース (627) 

ボーロ (846) 

その他の「ベビー用のおやつ」 (45) 

(N=959、複数回答) 

(N=959) 
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表 7 危害またはヒヤリ･ハットの状況 

種  類 ヒヤリ･ハットの状況 件数 

ソフトせんべい 

喉に張り付いた 25 
口に頬張りすぎた 18 
大きいまま口に入ってしまう 14 
かまずに飲み込んだ 8 
長いまま持たせて、口に入ってしまう 3 
うまく飲み込めない 1 
飲み物と一緒に与えたが喉に引っかかった 1 
飲み物を飲まずに食べた 1 

ボーロ 

口に頬張りすぎた 28 
かまずにそのまま飲み込んだ 16 
喉に張り付いた 3 
遊びながら食べた 1 

ビスケット類 

口に頬張りすぎた 20 
うまく噛み砕いて飲み込めなかった 10 
大きいまま口に入ってしまった 9 
喉に張り付いた 5 
スティック状のビスケットを大きく噛み切った 4 

ウエハース 

喉に張り付いた 28 
口に頬張りすぎた 13 
上手に飲み込めない 8 
大きいまま口に入ってしまった 1 

合    計 260 

 
表 8 危害及びヒヤリ･ハット発生時の月齢 

月齢 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月～ 計 

件数 4 10 21 27 21 16 2 36 19 156 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月～

 
図 10 危害及びヒヤリ･ハット発生時の月齢 

件

数 

[件] (N=212) 
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   (ｸ) 危害またはヒヤリ･ハットの発生原因 

危害またはヒヤリ･ハットの発生原因を尋ねたところ、図 11 のとおりで、7

割以上（73.5％、178 人）が「保護者の不注意だった」と回答した。 

「商品に問題があった」は 9.9％（24 人）、「商品の表示に問題があった」は

4.5％（11 人）であった。 

9.9
（24人）

4.5
（11人）

73.5
（１78人）

9.9
（24人）

13.2
（32人）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

商品に問題があった

商品の注意表示に問題があった

保護者の不注意だった

その他

わからない

 

図 11 危害又はヒヤリ・ハットの発生原因 

   

(ｹ) 危害またはヒヤリ･ハットが発生したときの相談先 

危害またはヒヤリ･ハットが発生したときの相談先は図 12 のとおりで、「ど

こにも相談しなかった」がほとんど（97.5％、236 人）であった。 

製造事業者へは 0.8％（2人）、医療機関へは 1.2％（3人）、購入先と消費生

活センターへ相談した人は 1人もいなかった。 

97.5
（236人）

0.4
（1人）

1.2
（3人）

0.0
（0人）

0.8
（2人）

0.0
（0人）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

購入先

製造メーカー

消費生活センター

医療機関

その他

どこにも相談しなかった

 
図 12 危害又はヒヤリ・ハット発生時の相談先 

 

 

(N=242) 

(N=242) 
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   (ｺ) 「ベビー用のおやつ」の注意表示 

「ベビー用のおやつ」の注意表示について尋ねたところ、種類別の結果は、

図 13 のとおりであった。注意表示どおりに与えている人は約半数であったが、

全体では、注意表示を読んだことがない人は 3 割以上(35.5％、340 人）であ

った。 

55.2

55.2

55.6

56.0

54.7

57.8

7.4

7.0

7.5

7.8

7.4

4.4

35.5

35.7

34.6

34.3

35.8

33.3

2.0

2.1

2.3

1.9

2.0

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

注意書きを読んで、そのとおりに与えた
注意書きを読んだが、そのとおりに与えなかった
注意書きを読んだことはない
その他  

図 13 「ベビー用のおやつ」の注意表示について（種類別） 

 

また、危害またはヒヤリ･ハットの経験のあり・なし別の結果は、図 14 のと

おりであった。危害またはヒヤリ･ハットの経験のあった人の割合は、「注意書

きを読んだが、そのとおりに与えなかった」が最も高く半数以上（50.7％）で

あった。次に、「注意書きを読んだことがない」、「注意書きを読んで、そのと

おりに与えた」の順であった。 

 

22.1

17.0

50.7

23.8

77.9

83.0

49.3

76.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

危害またはヒヤリ・ハットの経験あり

危害またはヒヤリ・ハットの経験なし  
図 14 「ベビー用のおやつ」の注意表示について 

        （危害またはヒヤリ･ハットの経験あり･なし別） 

        (N) 

    全 体 (959) 

ソフトせんべい (910) 

ビスケット類 (777) 

ウエハース (627) 

ボーロ (846) 

その他の「ベビー用のおやつ」 (45) 

(N=959) 

(N) 
 
 

全 体 (959) 
 

注意書きを読んで、        
そのとおりに与えた(529) 

 
 注意書きを読んだが、       

そのとおりに与えなかった(71) 
 
 

注意書きを読んだことはない (340) 

(N=959) 
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   (ｻ) 窒息事故に関する意見 

「ベビー用のおやつ」による窒息事故をなくすためにはどのようにすればよ

いか尋ねたところ、図 15 のとおりで、「商品の改良などを行い、口の中ですぐ

に溶けるようにする」が 44.7％（449 人）で最も多かった。 

「注意書きをわかりやすく商品に表示する」は 26.1％（262 人）、「注意書き

どおりに与える」が 15.1％（151 人）、「なるべく与えないようにする」が 6.2％

（62 人）であった。 

    

44.7 15.1 26.1 6.28.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

商品の改善などを行い、口の中ですぐに溶けるようにする

注意書きどおりに与える

注意書きをわかりやすく商品に表示する

なるべく与えないようにする

その他
 

図 15 窒息事故をなくすための意見 

 

 (ｼ) 「ベビー用のおやつ」の必要性 

「ベビー用のおやつ」がいつ頃から必要か尋ねたところ、図 16 のとおり

で、「生後 7～8ヶ月から必要」が 28.1％（282 人）で最も多く、1歳未満か

ら必要と思っている人は 6割以上（63％、633 人）であった。 

2.0 11.9 28.1 21.0 16.1 5.5 11.93.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生後４ヶ月以前から必要 生後５～６ヶ月から必要

生後７～８ヶ月から必要 生後９～11ヶ月から必要

生後１歳～１歳３ヶ月から必要 生後１歳４ヶ月以降から必要

その他 必要ない
 

図 16 「ベビー用のおやつ」の必要性 

 

   (ｽ) 「ベビー用のおやつ」についての要望及び意見 

「ベビー用のおやつ」についての要望及び意見には、375 件の回答があった。

(N=1005) 

(N=1005) 

1 歳未満から必要 
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最も多かったのは、「安全な商品の製造販売」（98 件）で、続いて「注意表示

をわかりやすく」（29 件）であった。 

その他、「種類を増やしてほしい」（14 件）、「対象月齢の見直し」（7 件）等

の要望及び意見があった。 

   (ｾ) 行政・事業者への要望及び意見 

行政･事業者への要望及び意見には、363 件の回答があった。最も多かった

のは、「安全な商品の製造販売」（92 件）で、続いて「注意表示をわかりやす

く」（43 件）であった。上記の(ｽ)と同じ傾向であった。 

その他、「危険性に関する注意喚起」（28 件）、「対象月齢の見直し」（10 件）、

「おやつの必要性についての普及啓発」（9件）等の要望及び意見があった。 

 

 

 (2) インターネットホームページによる意見募集 
  ア 調査内容 

(ｱ) テーマ 

     「ベビー用のおやつ」による窒息事故について 

(ｲ) 募集内容 

・ 「ベビー用のおやつ」を与えていて喉に詰まってしまったという危害情

報や喉に詰まりそうになってしまったというヒヤリ･ハット情報 
・ 「ベビー用のおやつ」に対する意見 

(ｳ) 募集期間 
    平成 20 年 10 月 22 日（水）から平成 21 年 1 月 20 日（火）まで 
(ｴ) ホームページ名及びアドレス 

     “くらしの安全ネット会議室” 
 http://www.anzen.metro.tokyo.jp/risk/ 

(ｵ) 画面イメージ 

くらしの安全ネット会議室の画像イメージは図 17 のとおりである。 

 

 図 17 くらしの安全ネット会議室 画像イメージ 
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  イ 調査結果 
寄せられた意見は、表 9 のとおりであった。消費者から 18 件、事業者から 1
件、合計 19 件の意見があった。 
その内訳を意見内容別に見ると、「本当に必要なのか」8件、「安全性に疑問」
が 3件、「商品に問題はなくむしろ優れている」が 3件、「表示に問題があるので
は」が 1件、「親が注意して与えればよいのでは」が 2件、「売られ方、与え方に
問題があるのでは」が 1件、その他が 1件であった。 

 
表 9 “くらしの安全ネット会議室”に寄せられた意見 

NO 月日 
種  別 

（ハンドル名） 
「タイトル」 

内   容 

1 10/24 
消費者 
（2児の母） 
「本当に必要なの？」 

 1 歳未満の赤ちゃんにソフトせんべいやビスケットみた
いなおやつが必要なのか疑問です。離乳の時期は母乳やミ
ルクから通常の食事に慣れさせるための移行期間ですよ
ね。子供はおやつにはすぐ慣れるので、与えるのは 1 歳過
ぎからでも十分遅くないと思います。ましてや窒息の危険
性があるものを早い時期から与える必要はないと思います
が…。 

2 10/24 
消費者 
（2児の母） 
「本当に必要なの？そ
の２」 

 我が家の子供たちは 6 か月からと書いてあるソフトせん
べいとかを１歳近くになっても、うまく飲み込めず、いつ
ももどしていました。なんで、うちの子はもう対象の月齢
を過ぎているのに食べることができないのだろうと思って
ました。 

3 10/24 
消費者 
（ママ 18 号） 
「Re:本当に必要なの？
その２」 

 そういえば、うちの子供達もおやつを与えると、いつも、
詰まらせ、むせていました。 
 なんでパッケージに書いてる月齢より大きいのに無理な
んだろうと思っていました。 

4 11/12 
消費者 
（タックラー） 
「ベビー用おやつに問
題があるのか？」 

 他の食べ物と比べてベビー用のおやつに何か特別の問題
があるというのでしょうか。口に入れるものは必ず喉につ
まる可能性を持っています。餅やご飯もしかり。これまで
も人間はそのようなリスクの中でずっと存在し続けてきた
のです。乳幼児に食べ物を与えようとするなら、親が見守
るのは当たり前。喉に詰まらせたとき、吐き出させるのも
育児のうち。それ以上の対策が必要だと考える社会は、自
然の生きる力を失ったひ弱な社会としか思えません。 

5 11/26 
消費者 
（保健婦） 
「万全な対策が必要」 

 自分で身を守れない子供のために万全な対策を考えるの
は当然の事。 
 ドラッグストアに行けば、ベビーフードの隣に実にたく
さんのおやつが、さも赤ちゃんの発育に必要であるかのよ
うに並んでいますが、そもそも１歳未満の赤ちゃんにおや
つがいるのでしょうか。まだ十分にかんだり飲み込んだり
する力の備わっていない時期の乳児に与える必要もないも
のが、あたかも必要であるかのように売られているとした
ら、事故の原因を作るだけではないかとさえ思えます。 

6 11/27 

関係事業者 
（こんにゃくゼリー発売
再開） 
「安全をデザインする
NPO法人品質安全機構」 

 死亡者 19 人を発生したメーカーが、さしたる製品改良も
せぬままこんにゃくゼリーの発売を再開。施したのは、警
告表示と 10％のこんにゃく粉削減という。最大で見ても
20％の安全率向上にしかならない製品を発売する企業と受
容れる行政の狭間で、また幼児や高齢者の被害がなければ
良いが。 
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7 11/28 
消費者 
（祖母） 
「試食してみたら」 

 ベビー用おやつ、色んなものが売られていますね。口に
したことありますか。6ヶ月頃からと表示のあるソフトせん
べい。確かにソフトでサクッと砕けるのですが、上あごに
貼りつき、赤ちゃんの飲み込み方によっては喉に貼りつく
ことが想像できます。普通のお菓子よりは赤ちゃんが食べ
やすいように作ってあるのかもしれませんが、本当に安心
して与えられるものか、疑問です。 

8 12/2 
消費者 
（祖母 2） 
「Re:試食してみたら」 

 私もベビー用のセンベイとウエハースを食べてみまし
た。確かに口の中に貼りつくのですが、これが窒息の原因
になるのですかね。メーカーや専門家の方の意見を聞きた
いところです。 

9 12/4 
消費者 
（育児ママ） 
「与え方の問題では」 

 ベビー用のおやつ、やっぱり便利で必要なものだと思い
ます。いつでも手作りできるわけではないし、衛生面・栄
養面でも信頼できるものだと思います。ただ、乳児に与え
る以上親が喉に詰まらせないよう注意して与えればよいの
ではないですか。 

10 12/5 
消費者 
（孫のお守り） 
「分かりやすい表示
を」 

 月齢表示はやっぱり目安にしています。ただ発育に個人
差があるのは当然なので、もう少し分かりやすい説明があ
れば助かります。ただ、食べ物である以上、どうしても喉
につまる危険があるわけですから、大人が注意して見守る
のは当然のことだと思います。 

11 12/11 
消費者 
（保育士） 
「離乳を終えてからで
は」 

 おやつはあくまでも間食で主食の習慣やリズムができて
から与えるべきものではないでしょうか。ベビー用のおや
つは、いくら乳児用に丁寧に作られてはいても、やはり嗜
好品。離乳が終わってない時期から与えるのはいかがなも
のかと思います。 

12 12/11 
消費者 
（学生） 
「食育の観点から」 

 乳幼児期の食生活は、ひょっとすると一生の食生活の基
本を形作る重要な時期。他の菓子類より安全性や衛生面、
栄養価の上で配慮されたものではあっても、お菓子はお菓
子。将来を考えれば、慎重になるべきではないでしょうか。
窒息事故が問題にされているようですが、それよりも健全
な食生活を育むという点からの問題の方が大きいと思いま
す。 

13 12/12 
消費者 
（学生） 
「売られ方、与え方」 

 どんな食べ物でも、噛んで飲み込む力が未発達であれば、
喉につまらせる危険はあります。物自体の安全性というよ
りは、売られ方、与え方に問題があるのではないでしょう
か。 

14 12/16 
消費者 
（育児支援） 
「いいような悪いよう
な」 

 幼児用のおやつが生産・販売されているのは日本だけだ
とか。乳児に与える食べ物について特別な配慮がなされて
いるという意味では誇るべきかもしれませんが、離乳前の
乳児にお菓子を与える文化というのも考えものかもしれま
せん。 

15 12/16 
消費者 
（PL） 
「おやつに瑕疵はな
い」 

 食べ物で窒息事故が起きても、メーカーがＰＬ法で製造
物責任を問われることはないでしょう。固形物である限り
窒息事故は起こりうるからです。食べる側の注意と噛んで
飲み込む機能、さらに年寄りや乳幼児の場合は周囲の配慮
の有無が、事故につながるかどうかを分けるものです。ベ
ビー用おやつは、通常のお菓子より食べやすさの面でも安
全に配慮されていると思います。 

16 12/16 
消費者 
（傍聴希望） 
「むしろ評価すべきも
の」 

 ベビーおやつは、衛生面、栄養面だけでなく、安全面で
も評価すべきものだと思います。幼児におやつを与えるべ
きでないという論拠があればともかく、実際に与えていて、
やはり必要だと考える消費者が圧倒的に多いという調査結
果は、そのことを裏付けています。問題は、与える際の保
護者の注意とバランスの取れた与え方ではないでしょう
か。 
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17 12/19 
消費者 
（母） 
「Re: むしろ評価すべ
きもの」 

 1 歳未満の赤ちゃんにおやつが必要だと考えているのは
親の方ですよね。私は、1歳を過ぎたら、ソフトせんべいや
ウエハースなどのおやつを食べさせてもよいと思います
が、やはり、1歳未満の赤ちゃんには必要ないと思います。
赤ちゃんのことを第一に考えてもらいたいものです。 

18 12/22 
消費者 
（ギャラリー） 
「おやつの意義」 

 窒息事故などと言うと、おやつが特別に危険な食べ物の
ように聞こえますが、そうではないでしょう。おやつを通
じて食べる楽しさや喜びを知ることもあるし、母親にして
も、子どもが楽しそうに食べる姿を見れば、育児への意欲
も高まるはず。おやつの意義は大いにあると思います。 

19 1/9 
消費者 
（母） 
「Re: おやつの意義」 

おやつの意義については同感ですが、離乳が終わってい
ない赤ちゃんにも本当に必要なのでしょうか。私は、まだ
早いので、あげるべきではないと思います。 

 

 

 (3) インターネット都政モニター制度による意見募集 
  ア 調査内容 

   (ｱ) 調査対象 

都政モニター（毎年度公募により性別、年代、地域などを考慮して選任され

る）：500 名 

   (ｲ) 募集期間 

     平成 20 年 11 月 21 日（金）から 12 月 1 日（月） 

   (ｳ) 調査手法 

     WEB を利用したインターネット調査 

   (ｴ) 質問内容 

    ・ 「ベビー用のおやつ」の利用状況 

    ・ 「ベビー用のおやつ」による窒息事故の発生状況 

    ・ 「ベビー用のおやつ」による窒息事故をなくすための意見 

    ・ 「ベビー用のおやつ」に対する意見 

   (ｵ) 回答状況 

     有効回答数は 454 件で、その内訳は表 10 のとおりである。 

 

表 10 回収状況 

 モニター数 回収数 回収率（％） 

地域別 
区部 334 307 91.9 
市町村部 166 147 88.6 

性別 
男性 250 230 92.0 
女性 250 224 89.6 

年
代
別 

20 代 85 77 90.6 
30 代 123 104 84.6 
40 代 96 87 90.6 
50 代 87 82 94.3 
60 歳以上 109 104 95.4 
全 体 500 454 90.8 
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 イ 調査結果 

   (ｱ) 与えた経験 

「ベビー用のおやつ」を与えた経験があると回答した人は、43.8％（199 人）

であった。 

与えたこと
がある
43.8%

（199人）

与えたこと
はない
56.2%

（255人）

 

図 18 「ベビー用のおやつ」を与えた経験 

 

   (ｲ) 与えた理由 

「ベビー用のおやつ」を与えた理由は、「外出時・ぐずった時」が 90 件で最

も多く、続いて、「おやつ・離乳食として」が 52 件、「子供が欲しがるから」

が 13 件であった。 

  

  (ｳ) 購入の際参考にした表示 

購入の際参考にした表示は、「対象月齢表示」が 102 件で最も多く、続いて、

「栄養成分・原材料」の 78 件であった。 

 

   (ｴ) 危害またはヒヤリ･ハットの経験 

「ベビー用のおやつ」を与えた経験があると回答した人のうち、危害または

ヒヤリ･ハットの経験があると回答した人は 48 人（24.1％）で 5人に 1人以上

であった。 

 

危害またはヒヤリ・
ハットの経験なし

75.9%
（151人）

危害またはヒヤリ・
ハットの経験あり

24.1%
（48人）

 
図 19 危害又はヒヤリ・ハットの経験 

(N=454) 

(N=199) 
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(ｵ) 窒息事故に関する意見 

「ベビー用のおやつ」による窒息事故をなくすためにはどのようにすればよ

いか尋ねたところ、「親が注意する」が 265 件で最も多く、続いて、「商品の改

良」が 79 件、「注意表示の改善」が 70 件、「事故についての普及啓発」が 46

件、「対象月齢の見直し」が 37 件であった。 

   

 (ｶ) 「ベビー用のおやつ」についての意見 

「ベビー用のおやつ」についての意見は、「親が注意するべき」が 128 件で

最も多く、続いて、「必要ない」が 98 件、「商品の改良を行うべき」が 53 件、

「必要である（便利である）」が 47 件、「親への普及啓発を行うべき」が 45

件、「表示の改善を行うべき」が 25 件、「ガイドライン等を策定する」が 10

件、「対象月齢の見直す」が 9件であった。 



  22

３ 「ベビー用のおやつ」における現状及び課題 

 (1) 商品の安全対策 
  ア 商品の品質に関する規格等 

「ベビー用のおやつ」については、各社がそれぞれ規格を定め安全対策を講じ

ているが、ベビーフードのように業界内で統一化はされていない。 

したがって、さらなる安全性を確保するために、製造事業者団体が中核となり、

「ベビーフード指針」（p.37 資料 2 参照）及び「ベビーフード自主規格」（p.67

資料 4参照）に相当する「ベビー用のおやつ」に関するガイドライン等の策定に

ついて検討を行う必要がある。 

 

イ 「授乳・離乳の支援ガイド」との整合について 

   (ｱ) 「授乳・離乳の支援ガイド」について 

「授乳・離乳の支援ガイド」（p.39 資料 3参照）（平成 19 年 3 月 14 日策定、

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課）とは、従来から離乳指導に多く

用いられていた「改定 離乳の基本」（平成７年策定、旧厚生省）に代わり策

定、公表されたものである。 

「授乳・離乳の支援ガイド」では、妊産婦や子供に関わる保健医療従事者が、

親子双方にとって慣れない授乳や離乳食を体験していく過程をどのように支

援していくかという“育児支援の観点”を重視している。 

離乳の支援については、「子供の健康を維持し、成長・発達を促すよう支援

するとともに、健やかな母子・親子関係の形成を促し、育児に自信をもたせる

ことを基本とする」としている。 

さらに、「特に、子供の成長や発達状況、日々の子供の様子をみながら進め

ること、強制しないことに配慮する、また、生活リズムを身につけ、食べる楽

しさを体験していくことができるよう、一人一人の子供の『食べる力』を育む

ための支援が推進されることをねらいとする」としている。 

「授乳・離乳の支援ガイド」では、離乳に関する新たな知見を反映し、「改

定 離乳の基本」と比較して主に次の点が変更された。 

○ 果汁摂取については離乳食開始後、離乳食と同様にスプーンで与える

こととし、離乳開始以前の果汁摂取の記載は削除された。 

○ 離乳の開始時期は「5ヶ月頃」から「5～6ヶ月頃」に、完了時期は「生

後 13 ヶ月を中心とした 12～15 ヶ月」から「生後 12～18 ヶ月頃」に変更

された。 

○ 「離乳食の進め方の目安」に「食べ方の目安」の項目が追加された。 

○ 個別の課題として、「乳幼児期の栄養と肥満」、「生活習慣病との関わり」、

「咀嚼機能の発達の目安」、「手づかみ食べの重要性とその支援」、「食物

アレルギー」、「市販のベビーフードの利用」、「1日の食事量の目安及び発
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達段階に応じた子供の食事への配慮」の 7 点について、各種文献を参考

にした解説が設定された。 

   (ｲ) 「離乳食の進め方の目安」について 

「授乳・離乳の支援ガイド」における「離乳食の進め方の目安」の記載内容

のポイントは、幅をもたせた月齢で表記されていること、生歯や口腔機能の発

達との関係が重視されていることである。 

｢食べ方の目安｣、「食事の目安」、「成長の目安」の項目に分けて記載され、

離乳食の調理形態については「食事の目安」の中に記載されている。 

「授乳・離乳の支援ガイド」では、「離乳食の進め方の目安」を図 20 のとお

りまとめている。 

 
図 20 離乳食の進め方の目安 
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「離乳食の進め方の目安」は離乳食に関して定められたものである。「ベビ

ー用のおやつ」は離乳食に該当するが、現在、製造・販売されている「ベビ

ー用のおやつ」には、表 11 のとおり一部の商品で「離乳食の進め方の目安」

との整合が図られていないものがある。 

 

表 11 「離乳食の進め方の目安」との整合 

 「離乳食の進め方の目安」の記述 「ベビー用のおやつ」の状況 

食事の目安 

調理形態・調理

方法 

生後 5～6 ヶ月頃 

・なめらかにすりつぶした状態 

(ポタージュ状の状態) 

・調味の必要はない 

 

生後5～6ヶ月頃からを対象

としたソフトせんべいが販

売されている。 

生後 7～8 ヶ月頃 

・舌でつぶせる固さ（豆腐ぐらい

が目安） 

・離乳の進行に応じて、食塩、砂

糖など調味料を使用する場合

は、それぞれの食品のもつ味を

生かしながら、薄味でおいしく

調理する。油脂類も少量の使用

とする。 

 

ソフトせんべいに加え、生

後 7 ヶ月頃からを対象とし

たボーロ、ビスケット類、

ウエハースが販売されてい

る。 

生後 9～11 ヶ月頃 

・歯ぐきでつぶせる固さ（バナナ

ぐらいが目安） 

・離乳の進行に応じて、食塩、砂

糖など調味料を使用する場合

は、それぞれの食品のもつ味を

生かしながら、薄味でおいしく

調理する。油脂類も少量の使用

とする。 

 

生後 9 ヶ月頃からを対象と

したソフトせんべい、ボー

ロ、ビスケット類、ウエハ

ース等様々なものが販売さ

れている。 

食べ方の目安 
手づかみ食べは、生後 12 ヶ月頃

から 

 

  【参 考】 「ベビー用のおやつ」の中には、ベビーフード指針の塩分の基準（100g

当たり 200mg）を超えるものもある。 
 
ウ 窒息事故の発生状況 

インターネット消費者アンケート調査では、「ベビー用のおやつ」を利用した

ことがある人の 5 人に 1 人以上（22.1%）が、窒息事故が起きたり、起きそうに
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なっていた経験があった。 

また、インターネット都政モニター制度による意見募集の結果でも 5 人に 1

人以上（24.1％）が、窒息事故が起きたり、起きそうになっていた経験があった。 

「ベビー用のおやつ」の高い利用状況等を勘案すると、国内では同様の事故が

相当数発生していることが推測される。 

「ベビー用のおやつ」による窒息事故を未然に防止するために、表示も含めた

商品の安全対策及び消費者へ窒息事故に関する普及啓発等の対応を行うことが

必要と考えられる。 

 

  エ 商品の注意表示等 
「ベビー用のおやつ」には、次のような注意が商品の外箱（または外袋）等に

表示されている。 

 ○ うまく飲み込めないことがあります。赤ちゃんが上手に噛み砕き、飲み

込めるようになるまで必ず見守ってあげてください。 

 ○ 喉に詰まらせないように赤ちゃんが横になっている時やおんぶしてい

る時には、あげないでください。 

 ○ 食べている時や、食べ終わった後は湯冷ましや麦茶などをあげてくださ

い。 

インターネット消費者アンケート調査で上記の注意表示について尋ねたが、注

意表示を読んだことがない人が 3割以上（35.5％）であった。また、注意表示が

ない商品があったと回答した人もいた。 

商品のパッケージにある注意表示は側面や裏面に小さな文字で表示している

ものがほとんどで、表示による与え方等の注意喚起が、消費者に十分に伝わらな

いことも考えられる。 

注意表示を読んでもらうためには、文字の大きさ・色、表示位置等を工夫し、

消費者に伝わりやすくする必要がある。 

一方、インターネット消費者アンケート調査で購入する際参考にした表示につ

いて尋ねたところ、対象月齢表示と回答した人が 8割以上（82.4％）であった。 

また、インターネット都政モニター制度による意見募集の結果でも対象月齢表

示を参考にしている人が最も多かった。消費者は、対象月齢表示に関心が高いこ

とが明らかになった。 

しかし、対象月齢は製造事業者が各社で設けている規格等により表示しており、

業界内での統一化はされていない。 

さらに、商品に「○ヶ月頃から」という対象月齢表示があることによって、消

費者は、「ベビー用のおやつ」をベビーフードの一種であると認識している可能

性がある。製造事業者は、「ベビー用のおやつ」はベビーフードには該当しない

としているが、消費者は両者を区別せず、「ベビー用のおやつ」をベビーフード

として購入していることが考えられる。 
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 (2) 「ベビー用のおやつ」に対する消費者の意識 
インターネット消費者アンケート調査から明らかになった「ベビー用のおや

つ」に対する消費者（保護者）の意識についての現状及び課題をまとめた。 

 

 ア 「ベビー用のおやつ」の利用状況 

ほとんど（95.4％）の人が、「ベビー用のおやつ」を利用した経験があり、か

なり高い割合だった。 

週に 1回以上で継続的に利用している人は 9割以上（93.2％）で、利用頻度も

高かった。 

    「ベビー用のおやつ」が消費者に受け入れられている実態がわかった。 

 

  イ 「ベビー用のおやつ」の購入目的等 

「ベビー用のおやつ」を与える理由として、「よく食べるまたは欲しがる」と

回答する人が 5割以上（53.2％）で最も多かった。 

「栄養学的に必要と考えた」または「より多くの種類の離乳食を与えたかった」

と回答し、「ベビー用のおやつ」をベビーフードの一種と考えている人が 3 割以

上（32.5％）いた。 

また、外出時やぐずった時に与えているケースもあり、便利だと感じている人

が多くいた。 

 

  ウ 「ベビー用のおやつ」の注意表示 

「ベビー用のおやつ」に表示されている与えるときの注意について、そのとお

りに与えている人は約半数（55.2％）であった。 

一方、注意表示を読んだことがない人は 3割以上（35.5％）であった。 

平成 19 年度に都が実施した「圧力式炊飯器等の安全な使用方法に関する調査」

では、圧力式炊飯器の使用者のうち、警告表示について知らなかった人が 44％

いた。それと比較すると、注意表示を意識している人は多かったが、それでも、

3割以上の人が注意表示を読んでいない。 

また、注意表示を読んだが、そのとおりに与えなかった人の半数以上（50.7％）

が、危害またはヒヤリ・ハットを経験している。 

これらのことから、注意表示を多くの人が読み、理解してもらえるような工夫

をするとともに、窒息事故発生時の対処法（p.83 資料 5 参照）及びおやつの望

ましい与え方などについて普及啓発を図る必要がある。 

 

  エ 「ベビー用のおやつ」の必要性についての考え方 

9 割近くの人が、「ベビー用のおやつ」を必要と考えており、生後 1 歳未満か

ら必要と考えている人は 6割以上（63.0％）であった。 

この結果は、前述の「授乳・離乳の支援ガイド」に示された｢離乳食の進め方
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の目安｣よりも早い時期から消費者が、「ベビー用のおやつ」を与えようとしてい

る傾向を示している。 

 

  オ 食育の必要性 

食育は、食育基本法の中で、「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体

育の基礎となるべきもの」と位置付けられている。この理念に基づいて、国、都

道府県、区市町村のそれぞれが様々な取組を行っているため、消費者が食育を身

近に感じる機会が増え、消費者の認知度も高くなりつつあると思われる。 

「授乳・離乳の支援ガイド」は、生活リズムを身につけ、食べる楽しさを体験

していくことができるよう、一人一人の子供の『食べる力』を育むための支援が

推進されることをねらいとしており、まさに、食育の視点に立って、離乳が進め

られることを目指している。 

しかし、前述の「ベビー用のおやつ」に対する消費者の意識を見ると、食育の

視点に立った離乳食の進め方について普及啓発が十分に行われていないことが

考えられる。 

 

  カ 母子健康手帳による普及啓発の必要性 

母子健康手帳は、母子保健法に基づき、妊娠の届出をした人に区市町村長が交

付する手帳であり、妊産婦や乳幼児の健康を保護する目的のもので、妊娠・出産

の状況や乳児の発育状態等を記録するものである。 

また、この手帳には、妊婦や乳幼児の健康に関する様々な情報が記載されてい

る。その中には、「乳幼児期の栄養」についての記述もあり、離乳のところで、

「離乳の進め方の目安」について触れている。 

しかし、そこには、食品による窒息事故の危険性、窒息事故発生時の対処法（p.  

資料 5参照）及びおやつの望ましい与え方についての記述はない。 

母子健康手帳は、多くの妊婦や乳幼児の保護者が読むものである。 

そこで、母子健康手帳に、窒息事故の危険性、窒息事故発生時の対処法及びお

やつの望ましい与え方について記載し、普及啓発を行うことが必要と考えられる。 

 

  キ 乳児健康診査時の普及啓発の必要性 

平成18年度の区市町村における3～4ヶ月児の健康診査の受診率は94.3%と高

い。「授乳・離乳の支援ガイド」によると、離乳開始は 5～6 ヶ月頃であるので、

この機会を捉えれば、離乳開始前の乳児を持つ保護者に対して効果的に普及啓発

することができる。 

そこで、「ベビー用のおやつ」をはじめとする食品による窒息事故の危険性、

窒息事故発生時の対処法及びおやつの望ましい与え方を含めた離乳食の正しい

知識を乳児健康診査時に普及啓発することが必要と考えられる。 
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 (3) 窒息事故の潜在化 
インターネット消費者アンケート調査及びインターネット都政モニター制度

による意見募集によると、｢ベビー用のおやつ｣を利用したことがある人の 5人に

1 人以上が窒息事故を経験している。しかし、全国の消費生活センターには 10

年間で 3 件しか相談されず、事故情報が潜在化していることが明らかになった。

これでは、消費者の声が製造事業者等に届かず、商品の改良に結びつく機会は減

少してしまう。事故の未然防止の対策を図るためにも、事故情報を収集し、その

情報を安全対策に活かしていくことが必要である。 

事故情報の潜在化には次のとおりいくつかの原因が考えられる。 

 

  ア 窒息事故の発生原因についての考え方 

「ベビー用のおやつ」により窒息事故が起きたり、起きそうになった原因を与

えた人の不注意だったとしている人は 7割以上（73.5％）であった。一方、商品

やその表示に問題があったとしている人は少数であった。事故を与えた人自身の

責任と考える人が多かった。 

 

  イ 窒息事故発生時の相談先 

「ベビー用のおやつ」により窒息事故が起きたり、起きそうになっても、どこ

にも相談しなかった人がほとんど（97.5％、236 人）だった。これは、相談先が

わからなかったり、事故を与えた人自身の責任と考える人が多いためと考えられ

る。 
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４ 「ベビー用のおやつ」の安全対策に係る今後の取組について  
の提言 

 

協議会は、「ベビー用のおやつ」の安全対策を講じるため、今後、消費者、国・関

係機関、事業者、東京都が今後取組むべき事項について、次のとおり提言する。 

この提言に基づき各分野での取組がなされることにより、「ベビー用のおやつ」に

よる窒息事故の防止が図られ、最終的には、消費者が離乳食に対する正しい知識を持

ち、食育が浸透することにより、「子供の健康維持、健やかな成長・発達」と「健や

かな親子関係の形成」が促される社会の実現につながるものと考える。 

特に、東京都には、国･関係機関への提案、事業者への要望、消費者への普及啓発

等、提言の趣旨を踏まえた取組を積極的に推進することを強く求める。 

 

 

 (1) 「ベビー用のおやつ」の安全対策の実施 
ア 商品の注意表示の改善 

商品に注意表示をしても、消費者がそれを読んでくれなければ、表示の意味が

ない。そこで、製造事業者団体が中心となり、現行の表示を見直し、表示内容の

統一化を図るとともに多くの消費者に読まれるように工夫することを視野に入

れた表示ガイドラインを策定すること。 

⇒事業者 

 イ 「ベビー用のおやつ」の安全性に関するガイドライン等の策定検討 

「ベビー用のおやつ」について「授乳・離乳の支援ガイド」との整合性を図り、

さらなる安全対策を推進するために、製造事業者団体は、「ベビー用おやつ」の

安全性に関する統一的なガイドラインの策定のための検討を行うこと。 

⇒事業者 

  ウ 食品による窒息事故防止のための定期的かつ継続的な調査・研究の実施 

上記ガイドライン策定のためには、専門家による助言及び新たな知見の収集等

が必要であるが、これらは、事業者だけでなく、中立な立場である国・関係機関

の取組も不可欠である。 

そこで、国・関係機関は、｢ベビー用のおやつ｣も含めた食品による乳幼児の窒

息事故防止のための調査・研究を定期的（例えば数年毎）かつ継続的に実施する

こと。 

⇒国・関係機関 

 

 

 (2) 消費者への普及啓発 
  ア 食育の視点に立った取組 

消費者の「ベビー用のおやつ」に対する意識を変えるために、東京都は、東京
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都食育推進計画の理念に基づき、離乳食に関する食育及び「授乳・離乳の支援ガ

イド」の普及を行うこと。 

⇒東京都 

  イ 乳幼児健康診査時の保護者への普及啓発 

受診率が高い区市町村が実施する乳幼児健康診査時に、東京都は、食品による

窒息事故の危険性、窒息事故発生時の対処法（p.83 資料 5 参照）及びおやつの

望ましい与え方について普及啓発に努めること。 

⇒東京都 

  ウ 母子健康手帳への反映 

国は、ほとんどの妊婦が持つ母子健康手帳の様式例（通知様式部分（任意記載

事項））の「乳幼児期の栄養」の項に、食品による窒息事故の危険性、窒息事故

発生時の対処法及びおやつの望ましい与え方について記載し、その旨を区市町村

に周知すること。 

⇒国 

  エ 消費者への積極的な普及啓発 

東京都は、リーフレットの配布、ホームページへの掲載等様々な媒体及び消費

者団体・母親グループ等が主催する勉強会、都が実施する講座等を積極的に活用

し、消費者に、食品による窒息事故の危険性、窒息事故発生時の対処法及びおや

つの望ましい与え方について普及啓発すること。 

また、事故情報を商品の安全対策に反映させるためには、消費者に積極的に通

報してもらう必要がある。そこで、東京都及び事業者は、消費生活センター及び

事業者等の事故情報通報窓口（p.84 資料 6 及び 7 参照）に事故情報を通報する

よう消費者に広く働きかけること。 

⇒事業者、東京都 
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「ベビー用のおやつ」による窒息事故に関する 

インターネット消費者アンケート調査票 

 

 設   問 

 

あなたのご家族のお子さんについて次の設問にお答えください。お子さんが２人以上いらっし

ゃる場合は、どなたの事例でも構いません。お子さんが離乳を完了している場合は、離乳の頃を

思い出してお答えください。 

 

まず、以下についてお答えください。 

○ あなたのお住まいはどちらですか。 

 １ 区部        ２ 市町村部 

 

 ○ あなたの性別は。 

  １ 男性        ２ 女性 

 

 ○ あなたの年齢は。 

  １ 10 代        ２ 20 代       ３ 30 代 

  ４ 40 代        ５ 50 代       ６ 60 代以上 

 

 ○ お子さんの性別は。 

  １ 男児        ２ 女児 

 

 ○ お子さんの年齢は。 

  生後     歳     ヶ月 

 

 

問１） 「ベビー用のおやつ」に関して、次表中の(1)～(8)の設問にお答えください。（(1)の回

答がすべて「２ ない」の場合は問６）に進んでください。） 

 

 

(1) 

与えた

経験 

 

(2) 

与え始め

た時期 

 

(3) 

頻度

 

 

(4) 

製造メーカー名

商品名 

購入先 

(5) 

与えた

理由 

 

(6) 

購入の際、

参考にし

た表示 

窒息事故 

(7) 

危害の 

有無 

(8) 

ひやり・ハッと

の有無 

ソフトせんべい         

ビスケット類 

(○○スティック) 
        

ウエハース         

ボーロ         

その他のおやつ 

(      ) 
        

資料 1 
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【(1)～(8)の選択肢】 

 

(1) 与えた経験 

 １ ある         ２ ない 

 

(2) 与え始めた時期 

１ 生後 4ヶ月以前（離乳初期以前）から 

２ 生後 5～6ヶ月（離乳初期）から 

３ 生後 7～8ヶ月（離乳中期）から 

４ 生後 9～11 ヶ月（離乳後期）から 

５ 生後 1歳～1歳 3ヶ月（離乳完了期）から 

 ６ 生後 1歳 4ヶ月以降（離乳完了期以降）から 

 

(3) 頻度 

 １ いつも（ほぼ毎日）与えている、または、与えていた。 

 ２ 時々（週に 2～3回程度）与えている、または、与えていた。 

 ３ たまに（週に 2～3回未満）与えている、または、与えていた。 

 ４ その他（                                   ） 

 

(4) 製造メーカー名・商品名・購入先 

利用頻度が高い上位 3商品を記入してください。わかる範囲で構いません。なお、購入先は

次の中からお答えください。 

 １ 薬局・ドラッグストア 

 ２ スーパーマーケット 

 ３ ベビー用品専門店（店名：                           ） 

 ４ その他（                                   ） 

 

(5) 与えた理由（複数回答可） 

 １ 栄養学的に子どもに必要と考えたから。 

 ２ より多くの種類の離乳食を与えたかったから。 

 ３ 子どもが食べるか試してみたかったから。 

 ４ その他（                                   ） 

 

(6) 購入の際、参考にした表示 

 １ 「7ヶ月頃から」などの対象月齢表示 

 ２ 「カルシウム強化」、「鉄強化」などの栄養成分に関する表示 

 ３ その他（                                   ） 

 

(7) 危害の有無 

 １ あり         ２ なし 

 

(8) ひやり・ハッとの有無 

 １ あり         ２ なし 
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問２） 問 1)の「(6)危害の有無」に「１ あり」と回答された方はお答えください。危害の具

体的な事例をより重篤なものから順に 5事例までご記入ください。なお、ご記入の際は次

に掲げる【要件】を盛り込み、【記入例】を参考にしてください。ご記入はわかる範囲で

構いません。⇒問４）及び問５）にも合わせてお答えください。 

 

  【要件】・危害が発生した日時及び場所 

・子どもの性別及び危害発生当時の月齢 

     ・与えたベビー用おやつの商品名、製造メーカー名及び価格 

     ・危害発生の状況及びその後の措置 

     ・保護者の監督の有無 

【記入例】 

 今年の 4 月、午後 2 時頃、8 ヶ月の娘に○○社のウエハース（価格：200 円）を手に持

たせて食べさせた。別の場所で用事を済ませ戻ってみると、娘はウエハースがのどに張り

付き、呼吸できなくなり意識を失っていた。すぐに、救急車を呼んで病院で処置を受けた。

 

 

問３） 問 1)の「(7)ひやり・ハッとの有無」に「１ あり」と回答された方はお答えください。

ひやり・ハッとの具体的な事例を 5事例までご記入ください。なお、ご記入の際は次に掲

げる【要件】を盛り込み、【記入例】を参考にしてください。ご記入はわかる範囲で構い

ません。⇒問４）及び問５）にも合わせてお答えください。 

 

  【要件】・ひやり・ハッとが発生した日時及び場所 

・子どもの性別及びひやり･ハッと発生当時の月齢 

      ・与えたベビー用おやつの商品名、製造メーカー名及び価格 

      ・ひやり・ハッと発生の状況及びその後の措置 

      ・保護者の監督の有無 

【記入例】 

 昨年の 12 月、午後 4時頃、7ヶ月の息子に○○社のビスケット（価格：180 円）を 1つ

ずつ手渡しして食べさせた。欲しがるままに与えていたところ、口にほおばりすぎてのど

を詰まらせ窒息しそうになった。すぐに口の中に指を入れビスケットを取り出し、事なき

を得たが危険である。 

 

 

問４） 問 1)の「(6)危害の有無」または「(7)ひやり・ハッとの有無」に「１ あり」と回答さ

れた方はお答えください。危害やひやり･ハッとが発生した原因をどのようにお考えです

か。（複数回答可） 

  １ 商品に問題があった。 

  ２ 商品の注意表示に問題があった。 

  ３ 保護者の不注意だった。 

  ４ その他（                                  ） 

  ５ わからない。 
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問５） 問 1)の「(6)危害の有無」または「(7)ひやり・ハッとの有無」に「１ あり」と回答さ

れた方はお答えください。危害やひやり･ハッとの事例が発生したとき、どちらかに相談

はされましたか。（複数回答可） 

  １ 購入先 

  ２ 製造メーカー 

  ３ 消費生活センター 

  ４ 医療機関 

  ５ その他（                                  ） 

  ６ どこにも相談しなかった。 

 

 

 ●問２）、問４）及び問５）の回答欄 

 

問２ 問４ 問５ 

   

   

   

   

   

 

 

 ●問３）、問４）及び問５）の回答欄 

 

問３ 問４ 問５ 

   

   

   

   

   

 

 

問６） 「ベビー用のおやつ」には、「うまく飲み込めないことがあります。」、「のどに張り付き

やすいので…」等の注意書きがありますが、お読みになったことがありますか。 

  １ 注意書きを読んで、そのとおりに与えた。 

２ 注意書きを読んだが、そのとおりに与えなかった。 

３ 注意書きを読んだことはない。 

４ その他（                                  ） 

 

 

問７） 「ベビー用のおやつ」による窒息事故をなくすためには、どのようにすればよいと思い

ますか。 

  １ 商品の改善などを行い、口の中ですぐに溶けるようにする。 

  ２ 注意書きどおりに与える。 
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  ３ なるべく与えないようにする。 

  ４ その他（                                  ） 

 

 

問８） 子どもの離乳の時期（生後 5ヶ月～18 カ月）におやつは必要とお考えですか。 

１ 生後 4ヶ月以前（離乳初期以前）から必要 

２ 生後 5～6ヶ月（離乳初期）から必要 

３ 生後 7～8ヶ月（離乳中期）から必要 

４ 生後 9～11 ヶ月（離乳後期）から必要 

５ 生後 1歳～1歳 3ヶ月（離乳完了期）から必要 

  ６ 生後 1歳 4ヶ月以降（離乳完了期以降）から必要 

  ７ その他（                                ） 

８ 必要ない 

 

 

設問９） 「ベビー用のおやつ」についてご要望・ご意見等がありましたらお書きください。 

 

 

 

設問 10） 「ベビー用のおやつ」について行政や製造メーカーへのご要望・ご意見等がありまし

たらお書きください。 

 

 

 

設問 11） 後日、回答内容について、東京都から電話などでお問い合わせする場合、ご協力いた

だけますか。なお、個人情報については、東京都が適正に管理を行い、他の目的に利用

することはありません。 

  １ はい 

お名前  

郵便番号  

ご住所  

電話番号  

メールアドレス  

  ２ いいえ
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ベビーフード指針 
 

平成８年６月２４日 

厚生省生活衛生局長通知 

 

１  本指針の対象 

    本指針は、販売に供するベビーフードを対象とする。 

 

２  栄養組成等 

 

  （１）  調製時の栄養組成等は、次のとおりであること。 

      ア  ナトリウム含量は、200mg/100g 以下であること。ただし、離乳完了期を対象        発

育時期とするもの（タイプ５）については、同種の食品よりも高くなければよい。 

      イ  糖類の含有量は、同種の食品よりも高くないこと。 

 

  （２）  使用する原材料は、次のようなものであること。 

      ア  香辛料等の原材料は、刺激性の少ない乳幼児に適するものであること。 

      イ  食品添加物は、必要不可欠な場合に限り使用とする。 

 

  （３）  でんぷんに富む製品の糊化度は、８０％以上であること。 

 

  （４）  物性 

          調整時の物性の目安は、対象発育時期ごとに次のとおりとする。 

 

 

タイプ            １          ２            ３          ４          ５ 

 

対象発育時期  離乳開始前    離乳初期    離乳中期    離乳後期    離乳完了期 

 

調製時の物性  均一な液状  ドロドロ状若  舌でつぶせ  歯ぐきでつ  歯ぐきで噛め 

の目安                    しくは均一な  る適度な固  ぶせる適度  る適度な固さ 

                          ペースト状の  さを有する  な固さを有  を有するもの 

                          もの又は十分  もの又はそ  するもの又  又はそのよう 

                          均一な微粒子  のような塊  はそのよう  な塊を含むも 

                          状でかみくだ  を含むもの  な塊を含む  の 

                          く必要のある              もの 

                          粒子を含まな 

資料 2 
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                          いもの 

  （５）  その他 

      ア  医学・栄養学的見地からみて、乳幼児が摂取するのに適した食品であること。 

      イ  使用方法が簡便であること。 

      ウ  品質が通常の製品に劣らないものであること。 

      エ  適正な試験方法によって特性及び成分が確認されるものであること。 

      オ  内容量は、摂取量、摂取回数等からみて適切な量であること。 

 

３  表示 

    次のような表示を行うこと。 

    ア  商品名 

    イ  品質保持期限 

    ウ  製造所所在地 

    エ  製造者の氏名（法人の場合は、その名称） 

    オ  エネルギー量及び栄養成分（たんぱく質、脂質、糖質、ナトリウム、栄養表示された栄

養成分及び栄養強化した栄養成分）の含有量 

    カ  原材料の名称 

    キ  調製方法、食べさせ方、保存方法及び開封後の取扱い 

    ク  内容量及び１回分の目安量 

    ケ  対象発育時期 

    コ  物性（液状、流動状、舌でつぶせる固さ、歯ぐきでつぶせる固さ又は歯ぐきで噛める固

さなどを表現する用語。） 

    サ  消費者からの商品に関する照会先 

 

（参考）ベビーフードの試験方法については省略 

    試験方法が必要の場合は最寄りの保健所にご相談ください。 
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授乳・離乳の支援ガイド 
 

 

 

（抜 粋） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年３月 14 日 
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ベビーフード自主規格第Ⅳ版（改訂版）発行にあたって 
 

日本ベビーフード協議会では｢ベビーフード自主規格｣を制定し製品の安全性及び衛

生を確保することにより、ささやかではありますが乳児の健康維持に貢献してまいりま

した。 

しかしながら食の多様化の時代を迎え、ベビーフードの利用方法も様変わりしてきた

ことに加え、近年では飲料製品の市場が拡大してまいりました。飲料製品は従来のベビ

ーフードと異なり主たる利用目的が水分補給であり、また使用される原材料なども限定

されることから、このたびベビー飲料に該当する製品群をベビーフード自主規格からは

ずし、新たに“改訂版”として発行することといたしました。また、厚生労働省が従来

の｢離乳の基本｣に代えて｢授乳・離乳の支援ガイド｣を発行したことにより本ガイドにあ

わせて一部手直しもいたしました。 

本改訂版では、食品添加物については使用実態にあわせてさらなる絞り込みをおこな

ったほか、従来品目ごとに分類していた各項目の基準値を原則として一本化し、より分

かりやすい規格とし、さらに支援ガイドの発行や各法令の改正に伴い、表現方法の一部

を手直しいたしました。食の安心・安全に係わる基準等については果汁類などに関係す

る規格をベビー飲料自主規格へ移行させるに止め、微生物や有害化学物質などについて

は従来と同じ規制を維持いたしました。 

日本ベビーフード協議会では、安全な商品を提供することにより、赤ちゃんのすこや

かで健全な発育に寄与すべく努力してまいりますので、今後ともベビーフード製品をご

愛顧頂きますようお願い申しあげます。 

 

平成 20 年 11 月 1 日 

 

日本ベビーフード協議会 

会長  竹村 茂樹  
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Ⅰ．ベビーフードの製品規格 

 
１．適用の範囲 

この規格は、｢ベビーフード｣と表示して販売に供するすべての食品に適用する。 
 
２．定  義 

２―１ この規格において｢ベビーフード｣とは、乳児および幼児の発育に伴い、栄養補給を行なうと

ともに、順次一般食品に適応させることを目的として製造された食品をいう。 
２―２ この規格において｢ウエットタイプベビーフード｣とは、レトルトパウチ、瓶またはその他容

器に密封する前または後に殺菌したもので、そのままもしくは必要に応じ希釈・調理等をして

摂食するものをいう。 
２―３ この規格において｢ドライタイプベビーフード｣とは、噴霧乾燥、真空凍結乾燥等により乾燥

したもので、必要に応じ水またはその他のものによって還元調製して摂食する粉末状、顆粒状、

フレーク状、固形状などのものをいう。 
２―４ この規格において｢乳児｣とは、１歳未満の児をいい、また｢幼児｣とは、生後 1 歳から 1 歳 6

ヵ月頃までの児をいう。 
２―５ この規格において｢摂食時｣とは、そのままもしくは製品の表示の方法に従って調製し、乳児

および幼児が食べられるようにした状態をいう。 
 
３．品  質 

医学・栄養学的見地からみて、物性面・栄養面が配慮され、乳児および幼児が摂食するに適した

ものであること。 
 
３－１ ナトリウム 

摂食時におけるナトリウム含量は、別に定める試験法により試験したとき、乳児に供する食品

にあっては 100g 当り 200mg 以下、幼児に供する食品にあっては 100g 当り 300mg 以下である

こと。ただし果実類への食塩の添加は認めない。 
３－２ 摂食時の物性 

摂食時の物性は次のいずれかの状態であること。 
１） 均一の液状 
２） なめらかにすりつぶした状態 
３） 舌でつぶせる固さ 
４） 歯ぐきでつぶせる固さ 
５） 歯ぐきで噛める固さ 

３－３ ドライタイプベビーフードの水分およびアルファー化度 
ドライタイプベビーフードの水分およびアルファー化度は別に定める試験法により試験したと

き以下の基準に適合すること。 
水分：8.0％以下（米飯・穀類にあっては 10％以下） 
アルファー化度：80％以上（米飯・穀類であって摂食時に加熱調理を要しないものに限る） 
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４．賞味期間 

  製品の賞味期間は表１の期間を上限とする 
 

表１ ベビーフードの容器包装製造形態別賞味期間 

容 器 包 装 製 造 形 態 賞味期間（上限） 

瓶    詰 2 年 6 ヵ月 ウエットタイプ 
ベビーフード 合成樹脂製ラミネート容器 1 年 6 ヵ月 

ドライタイプベビーフード 1 年 6 ヵ月 

 
５．衛  生 

原料は鮮度その他の品質が良好で衛生的なものを使用し、かつ食品衛生上危害の原因となる物質の

混入防止につとめる。製品の製造、加工、包装および保管は、各過程の衛生的な管理につとめ、容器

は清潔で衛生的なものを使用しなければならない。 
５－１ 微生物 

製品中の微生物は別に定める試験法により試験したとき、次の基準に適合するものであること。 
ただし、食用で乳児および幼児の健康に寄与するところの微生物を供する製品で、この旨を表示す

るものにあっては、一般生菌数はこの限りではない。 
１） ドライタイプベビーフードの微生物基準 

ドライタイプベビーフードの微生物基準は以下の通りとする。 
一般生菌数：5,000 個／g 以下（果実類にあっては 1,000 個／g 以下） 
大腸菌群：陰性 
サルモネラ：陰性（肉･卵類を含むものに限る） 
黄色ブドウ球菌：陰性 
かび・酵母：300 個／g 以下 

２） ウエットタイプベビーフードの微生物基準 
食品衛生法：食品，添加物等の規格基準、第一食品の部Ｄ各条の項の○容器包装詰加圧加熱殺

菌食品に該当するものは、発育しうる微生物は陰性でなければならない。容器包装詰加圧加熱殺

菌食品に該当しないものは、恒温試験により異常がないこと。 
５－２ 重金属等 

製品中の重金属等は｢ウエットタイプベビーフード｣および標準濃度に調製した｢ドライタイプ

ベビーフード｣について別に定める試験法により試験したとき、それぞれ次の基準に適合するもの

であること。 
ヒ素：0.5ppm 以下(海藻類、魚介類を含むものは 1.0ppm 以下) 
鉛：0.3ppm以下 
スズ：10ppm以下 
カドミウム：0.2ppm以下 
総水銀：0.1ppm以下（海藻類、魚介類を含むものに限る） 
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ＰＣＢ：0.05ppm以下 
１）標準濃度とは、製品の表示の方法に従って調製した場合の値を示す。 

２）食品衛生法等法規に規定されている場合にはそれを遵守する。 

３）上記以外の汚染物質については必要に応じ調査検討する。 

５－３ 残留農薬および動物用医薬品 
製品中の残留農薬および動物用医薬品は、食品衛生法：食品，添加物の規格基準、第一食品の

部、Ａ食品一般の成分規格５～11 の各号に適合していること。ただし総ＢＨＣ、総ＤＤＴおよび

ドリン系農薬については、食品衛生法の暫定基準に適合する原料を使用した場合にあっても、製

品中（｢ドライタイプベビーフード｣にあっては標準濃度に調製したもの）に 0.01ppm を超えて残

留してはならない。 
１）標準濃度とは、製品の表示の方法に従って調製した場合の値を示す。 

２）ドリン系農薬は、アルドリン、エンドリン、ディルドリンの総和である。 

３）表２の農薬については重要監視項目とする。 

 
表２ 重要監視農薬 

ＥＰＮ、クロルピリホス、マラチオン、ジメトエート、カルバリル、ペルメトリン、 
フェンバレレート、ヘプタクロルエポキサイド、ヘプタクロル、エンドスルファン、 
イプロジオン、ジコホール、クロルピリホスメチル、クロルフェンビンホス、パラチオン、 
フェニトロチオン、メチダチオン、パラチオンメチル、ジクロルボス（ＤＤＶＰ）、 
アセフェート、メタミドホス、エチオン、アルジカルブ、メソミル、シペルメトリン、 
ピペロニルブトキシド、クロルデン、チアベンダゾール、オメトエート、フェンチオン、 
エトプロホス、キナルホス 

 
５－４ 外因性内分泌かく乱化学物質 

１） ビスフェノール A 
製品のビスフェノール A 含量は、摂食時の状態で、5ppb 以下とする。 

２） その他 
ノニルフェノール等の外因性内分泌かく乱化学物質の低減に努める。 

５－５ 放射線照射 
  ベビーフードに使用する原料については、放射線照射したものは使用してはならない。 

５－６ かび毒（マイコトキシン） 
１） アフラトキシンについては、別に定める試験法またはそれと同等以上の性能を有する試験法

により製品を検査した際に、陰性であること。 
２） ベビーフードの原材料に使用するりんごにあっては、りんごに含まれるパツリンの含有量は

0.050ppm を超えるものであってはならない。この場合の試験法は、別に定める試験法または

それと同等以上の性能を有すると認められる試験法を用いる。 
 ３） ベビーフードの原材料に使用する小麦にあっては、小麦に含まれるデオキシニバレノールは

1.1ppm を超えるものであってはならない。この場合の試験法は、別に定める試験法またはそ

れと同等以上の性能を有すると認められる試験法を用いる。 
４） ベビーフードの原材料に使用するトウモロコシにあっては、トウモロコシに含まれるフモニ
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シンは 1ppm を超えるものであってはならない。この場合の試験法は、別に定める試験法また

はそれと同等以上の性能を有すると認められる試験法を用いる。 
 
６．原  料 

原料は発育時期にあわせた栄養補給、アレルゲン性等を考慮した種類であって、衛生的であるこ

と。香辛料は、刺激性の少なく、乳児および幼児に適するものであること。 
６－１ 遺伝子組換え食品 

｢遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第７条第１項及び生鮮食品品質表示

基準第７条第１項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準｣の別表２に示された食品について

は、ＩＰハンドリング証明により確認された非遺伝子組換えのものを使用すること。また、別表

１の対象農産物から作られる原材料であって、別表２以外のものについても、出来うる限り、非

遺伝子組換え食品を使用すること。 
６－２ はちみつ 

乳児が摂食するベビーフードには、はちみつを使用してはならない。 
 
７．食品添加物 

食品添加物の使用は必要不可欠な場合に限り、最小限とする。使用できる食品添加物は下表とす

る。なお、加工助剤等は食品衛生法施行規則に準ずる。 
   

１） 食品添加物リスト 
食 品 添 加 物 名 主な用途 

抽出カロテン 着 色 料 
レシチン 乳 化 剤 
ペクチン、カロブビーンガム、グアガム、キサンタンガム、 
タマリンドシードガム 

安 定 剤 

アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、アセ

チル化リン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウ

ム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシルプロピルリン酸架橋

デンプン、リン酸架橋デンプン 

増 粘 剤 

Ｌ－アスコルビン酸、抽出トコフェロール 酸化防止剤 
クエン酸三ナトリウム 調 味 料 
クエン酸 酸 味 料 
炭酸水素ナトリウム、 
塩化マグネシウム（豆腐用凝固剤の用途に限る）、 
塩化カルシウム （豆腐用凝固剤の用途に限る）、 
硫酸マグネシウム（豆腐用凝固剤の用途に限る）、 
グルコノデルタラクトン（豆腐用凝固剤の用途に限る）、 
環状オリゴ糖、 

製 造 用 剤 

注）加工デンプン（アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、アセチ

ル化リン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化

デンプン、ヒドロキシルプロピルリン酸架橋デンプン、リン酸架橋デンプン）については

製品中（｢ドライタイプベビーフード｣にあっては標準濃度に調製したもの）に残存する量

（複数の加工デンプンを併用する場合はその合計値）が 5％を超えてはならない。 
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２） 香料リスト 

りんご、オレンジ、もも、みかん、グレープフルーツ、パインアップル、 
ぶどう、レモン、ライム、バナナ、発酵乳、バター、チーズ、ミルク、バニラ、 
ユズ、チェリー、いちご、ブルーベリー、パッションフルーツ、アプリコット、 
バターオイル 
※ 上記に記した天然物を主たる基源物質とする。 

 

３） 栄養強化（補給）剤リスト 

栄養素名 食品添加物 

カ ル シ ウ ム 

塩化カルシウム、グルコン酸カルシウム、炭酸カルシウム、 
リン酸三カルシウム、リン酸一水素カルシウム、 
リン酸二水素カルシウム、骨焼成カルシウム、 

 卵殻未焼成カルシウム 

鉄 
クエン酸鉄、クエン酸第一鉄ナトリウム、ピロリン酸第二鉄、

  硫酸第一鉄（乾燥）、鉄、ヘム鉄 
ビ タ ミ ン Ａ ビタミンＡ 
ビタミンＢ１ チアミン塩酸塩、チアミン硝酸塩 
ビタミンＢ２ リボフラビン 
ビタミンＢ６ ピリドキシン塩酸塩 
ナ イ ア シ ン ニコチン酸、ニコチン酸アミド 
ビ タ ミ ン Ｃ Ｌ－アスコルビン酸、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム 
ビ タ ミ ン Ｅ 抽出トコフェロール 
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Ⅱ．ベビーフードの製品試験法 

 
１．栄養成分等の分析方法 

１－１ 栄養成分 
   ｢栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について｣に準拠する。 
   ここに項目がない成分については、科学的に妥当と認められる分析法を準用する。 
１－２ 栄養成分以外の測定項目 
 １） アルファー化度 

｢竹田、桧作によるグルコアミラーゼ法｣日本農芸化学会誌：48 (12) 663～664 (1974)、または 

｢松永、貝沼によるβ－アミラーゼ・プルラナーゼ法｣家政学会誌：32 (9) 653～659 (1981) を準

用する。 
 ２） 固さ 

厚生省生活衛生局通達（平成 8 年 6 月 24 日）、｢ベビーフード指針について｣に準拠する。 
 
２．微生物の試験方法 

２－１ ドライタイプベビーフード 
 １） 試料の調製 

｢食品衛生検査指針：微生物編Ⅱ．試験法 第 2 章 細菌１ 総論９．試料の調製｣を準用する。 
 ２） 一般生菌数（標準平板菌数） 

｢食品衛生検査指針：微生物編Ⅱ．試験法 第 2 章 細菌２ 汚染指標菌１．細菌数（１）生菌数｣

を準用する。 
 ３） 大腸菌群 

｢食品衛生検査指針：微生物編Ⅱ．試験法 第 2 章 細菌２ 汚染指標菌２．大腸菌群、糞便系大

腸菌群、大腸菌｣を準用する。 
 ４） 黄色ブドウ球菌 

｢食品衛生検査指針：微生物編Ⅱ．試験法 第 2 章 細菌８ 黄色ブドウ球菌｣を準用する。 
 ５） サルモネラ 

｢食品衛生検査指針：微生物編Ⅱ．試験法 第 2 章 細菌４ サルモネラ｣を準用する。 
 ６） かび、酵母 

｢食品衛生検査指針：微生物編Ⅱ．試験法 第３章 真菌１ 総論５．試験法｣を準用する。 
２－２ ウエットタイプベビーフード 

ウエットタイプベビーフードにあって、容器包装詰加圧加熱殺菌食品に該当するものは｢食品衛

生法：食品，添加物等の規格基準第 1 食品の部Ｄ各条の項○容器包装詰加圧加熱殺菌食品の成分

規格(1)恒温試験および(2)細菌試験｣を適用する。 
上記に該当しないものは、｢食品衛生法：食品，添加物等の規格基準第 1 食品の部Ｄ各条の項○

容器包装詰加圧加熱殺菌食品の成分規格(1)恒温試験｣を準用する。 
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３．重金属等の試験方法 
３－１ 重金属（ヒ素、鉛、スズ、カドミウム、総水銀） 

｢食品衛生検査指針：理化学編�．試験法 第６章 食品中の汚染物質および変質物 A 無機汚染物

質｣の各項の方法を準用する。 
３－２ ＰＣＢ 

｢食品衛生検査指針：理化学編�．試験法 第６章 食品中の汚染物質および変質物 B 有機汚染物

質１．ポリ塩化ビフェニール(PCBｓ)｣の方法を準用する。 
 
４．残留農薬の試験方法 

｢食品衛生検査指針：残留農薬編｣の各項の方法を準用する。なお、食品衛生法記載の残留農薬迅

速分析法をベースに、改良される多成分一斉分析法については、科学的に妥当と認められる分析法

も可能とする。 
 
５．動物用医薬品の試験方法 

｢食品衛生検査指針 動物用医薬品・飼料添加物編｣の各項の方法を準用する。 
 
６．外因性内分泌かく乱化学物質の試験方法 
６－１ ビスフェノールＡ 

東京都化学物質保健対策分科会 平成 14 年度第 1 回および平成 15 年度第 2 回報告で採用され

た試験法を準用する。もしくは科学的に妥当と認められる分析法も可能とする。 
６－２ ノニルフェノール 

東京都化学物質保健対策分科会 平成 15 年度第 2 回報告で採用された試験法を準用する。もし

くは科学的に妥当と認められる分析法も可能とする。 
 
７．かび毒（マイコトキシン）の試験方法 
７－１ アフラトキシン 

平成 14 年 3 月 26 日食監発 03266001 号厚生労働省監視安全課長通知｢穀類、豆類、種実類及

び香辛料類中のアフラトキシンBB1試験法｣を準用する。 
７－２ パツリン 

｢食品衛生検査指針：理化学編�．試験法 第６章 食品中の汚染物質および変質物 C 天然汚染物

質１．マイコトキシン(7)パツリン｣の方法を準用する。 
７－３ デオキシニバレノール 

｢食品衛生検査指針：理化学編�．試験法 第６章 食品中の汚染物質および変質物 C 天然汚染物

質１．マイコトキシン(4)デオキシニバレノール｣の方法を準用する。 
７－４ フモニシン 

｢食品衛生検査指針：理化学編�．試験法 第６章 食品中の汚染物質および変質物 C 天然汚染物

質１．マイコトキシン(9)フモニシン｣の方法を準用する。もしくは科学的に妥当と認められる分

析法も可能とする。 
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Ⅲ．ベビーフード容器包装の品質規格 

 
 この規格は、ベビーフードに用いる容器における衛生基準並びに強度基準を定めることにより、衛

生面の安全性確保を目的とする。 
 
１．ガラス製容器 
１－１ 適用の範囲 

ベビーフードに用いるガラス製容器の材質に適用する。 
１－２ 使用材質 

使用材質は、日本ガラスびん協会の｢ガラスびんの品質規格｣に定められている基準に適合しな

ければならない。 
１－３ 衛生基準 

｢食品衛生法：食品，添加物等の規格基準、第３器具及び容器包装、Ｄ器具若しくは容器包装又

はこれらの原材料の材質別規格、１ガラス製，陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装｣

の項を適用する。 
 
２．合成樹脂製ラミネート容器包装 
２－１ 適用の範囲 

ベビーフードに用いる合成樹脂製ラミネート容器包装の材質に適用する。 
２－２ 使用材質 

使用材質は合成樹脂もしくは合成樹脂と金属箔を積層したものとする。ただし内容物と接触す

る面の使用材質はポリオレフィン系（ポリエチレン、ポリプロピレン）とし、その基ポリマーお

よび添加物は｢ポリオレフィン等衛生協議会自主基準｣を準用する。 
２－３ 衛生基準 

内容物と接触する面に使用する合成樹脂について｢食品衛生法：食品，添加物等の規格基準、第

３器具及び容器包装、Ｄ器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格、２合成樹脂製

の器具又は容器包装、(1)一般規格及び(2)個別規格中の４．ポリエチレン及びポリプロピレンを主

成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装｣の項を適用する。 
   
３．紙容器包装 

３－１ 適用の範囲 
ベビーフードに用いる紙容器包装の材質に適用する。 

３－２ 使用材質 
使用材質は紙、再生紙、合成樹脂加工紙とする。ただし内容物と接触する面の使用材質は、ポ

リオレフィン系（ポリエチレン、ポロプロピレン）とし、その基ポリマーおよび添加物は｢ポリオ

レフィン等衛生協議会自主基準｣を準用する。 
３－３ 衛生基準 

内容物と接触する面に使用する合成樹脂について｢食品衛生法：食品，添加物等の規格基準、第

３器具及び容器包装、Ｄ器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格、２合成樹脂製
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の器具又は容器包装、(1)一般規格及び(2)個別規格中の４．ポリエチレン及びポリプロピレンを主

成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装｣の項を適用する。 
 
４．金属製キャップ 

４－１ 適用の範囲 
ベビーフードに用いる金属製キャップの材質に適用する。 

４－２ 使用材質 
使用される材質にあっては以下の基準に従わなければならない。 

１） 使用するぶりきは｢JIS－G3303｣に示されるもの、あるいは同等以上のものとする。 
 ２） ぶりき以外の鋼板または化学処理鋼板を用いる場合、その原板は｢JIS－G3303｣に示されるぶ

りき原板を使用するものとする。 
３） キャップの気密性を得るためのライナー材の使用材質はポリ塩化ビニルとし、その基ポリマー

および添加物については｢塩ビ食品衛生協議会自主基準｣を準用する。ただし、添加剤として、

アゾジカーボンアミドおよびフタル酸エステル類を用いてはならない。 
 ４） キャップ内外面に施す塗装・印刷については、印刷インキ工業連合会が定める｢印刷インキに

関する自主規制（NL 規制）｣を遵守する。 
４－３ 衛生基準 

以下の項を適用する。なお、浸出（溶出）条件については、日本キャップ協会が定める｢食品用

金属製キャップに関する金属キャップ協会衛生基準（第 2 版）｣を準用する。 
１） ｢食品衛生法：食品，添加物等の規格基準、第３器具及び容器包装、Ｄ器具若しくは容器包装

又はこれらの原材料の材質別規格 ２ 合成樹脂製の器具又は容器包装の(1)一般規格 ２溶出

試験、及び(2)個別規格中の３．ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装｣ 
２） ｢食品衛生法：食品，添加物等の規格基準、第３器具及び容器包装、Ｄ器具若しくは容器包装

又はこれらの原材料の材質別規格 ４金属缶｣ 
 
５．各容器包装の強度 

５－１ 適用の範囲 
ウエットタイプベビーフード（加圧加熱殺菌食品に限る）に用いるすべての容器包装に適用す

る。 
５－２ 強度基準 

｢食品衛生法：食品，添加物等の規格基準、第３器具及び容器包装、 B 器具又は容器包装一般

の試験法 ２強度等試験法及び E 器具または容器包装の用途別規格、1 容器包装詰加圧加熱殺菌

食品の容器包装｣の項を適用する。 
 

9 

78



Ⅳ．ベビーフードの表示に関する自主基準 

 
１．目    的 

この自主基準（以下｢基準｣という）はベビーフードの製造、販売に携わる事業者としての良識に

もとづき、ベビーフードの表示に関する事項を定めることにより、一般消費者の適正な商品選択を

保護し、もって公正な競争を確保することを目的とする。 
 
２．適用の範囲 

この基準で｢ベビーフード｣とは、製品規格の定義２－１から２－５に適合するものであって｢ベビ

ーフード｣である旨を表示したものをいう。 
 
３．必要な表示事項 

 ベビーフードの製造業者、加工包装業者または輸入業者（販売業者が、製造業者、加工包装業者ま

たは輸入業者との合意により、製造業者、加工包装業者または輸入業者に代わってその品質に関す

る表示を行っている場合にあっては、当該販売業者。以下｢製造業者等｣という）がベビーフードの

容器または包装に表示すべき事項は、義務表示事項とその他の表示事項であり、それぞれ次の通り

とする。 
３－１ 義務表示 

下記の項目について背景の色と対照的な色を用いて容器包装に表示する。ただし厚生労働省が

指定した｢アレルギー特定原材料等｣については｢アレルギー特定原材料｣に限らず、すべての原材

料について消費者に分かりやすく表示する。 
１） 名称または品名 
２） 原材料名 
３） 殺菌方法（法令等により表示が義務づけられているものに限る） 
４） 内容量 
５） 賞味期限 
６） 保存方法 
７） 原産国名（輸入品に限る） 
８） 製造業者等の氏名または名称および住所 

３－２  その他の表示 
１） 商品名 
  食品の内容を分かりやすく表現した商品名を表示する。 
２） 乳幼児用食品を意味する文字 

社名等を冠した｢○○ベビーフード｣等と表示する。 
３） 製品特徴 

製品の特徴を分かり易く表示する。この場合、離乳の各段階で要求される物性に合致する旨を

説明することができる。なお、不当景品類及び不当表示防止法等で規定される優良誤認の恐れが

ないように記載されなければならない。 
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４） 栄養成分 
健康増進法第 31 条の規定に基づく栄養表示基準に準拠し、栄養成分を表示する。製品 100ｇ

当たりもしくは１パック当たりについて表示する事を基本とする。 
５） 使用方法および使用上の注意 

摂取、調理または保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項、

調理方法、開封後の取扱い、食べさせ方等を表示する。 
喫食の際、加温、希釈等を行う必要のあるものについては使用または調理の方法の説明を表示

する。 
なお、品質表示基準または公正競争規約のある品目は、それに従って表示する。 
開封後の取扱いとその保存方法については、品目に応じて具体的に説明する。 

６） 一回分の目安量 
必要に応じ、離乳の進行状況に応じた適切な利用方法および一回分の目安量を表示する。 

７） 対象時期 
対象発育時期および（あるいは）適用月齢を表示する。 

８） 物性 
必要に応じ、液状、流動状、なめらかにすりつぶした状態、舌でつぶせる固さ、歯ぐきでつぶ

せる固さまたは歯ぐきで噛める固さ等を表示する。なお、｢３）製品特徴｣で物性について説明し

ている時は、特段の表示は必要としない。 
９） 消費者の質問の照会先 

消費者の質問に対応する機関を社内に設け、その連絡先を明記する。 
10） 容器包装識別表示 

別に定める｢容器包装識別表示ガイドライン｣に従う。 
11） 警告表示 

その製品の使用、取扱いまたは調理などで、消費者に危害を与える恐れ等がある場合は、品目

毎に必要な表示を別に定めるものに従う。 
12） 母乳促進に関する文言 

 製品が、授乳の妨げとなる使用の恐れがある場合は、適切な使用方法と授乳の妨げにならな

いように、その注意を惹起する文言を記載する。 
 

４．商品名の表示基準 

製造業者等は、商品名に特定の原材料名等の名称（以下、｢特定名称｣という）を表示する場合は

｢６．運用基準｣に従う。 
 
５．不当表示、不当広告の禁止 

５－１ 製造業者等は、ベビーフードに関する容器、包装、説明書、チラシ、ポスター、新聞、雑誌、

テレビ、ラジオ、看板、ホームページ等による広告により、｢２．適用の範囲｣の内容に合致し

ない製品については、ベビーフードであるかのような表示をしてはならない。 
５－２ 製造業者等は、ベビーフードに関する容器、包装、説明書、チラシ、ポスター、新聞、雑誌、

テレビ、ラジオ、看板、ホームページ等による広告により、当該商品の内容が実際のものより

も著しく優良であると、一般消費者に誤認される恐れがある表示をしてはならない。 

11 

80



５－３ 製造業者等は、ベビーフードに関する容器、包装、説明書、チラシ、ポスター、新聞 、雑誌、

テレビ、ラジオ、看板、ホームページ等による広告により、他の事業者またはその製品を中傷

し誹謗するような表示をしてはならない。 
 
６．運用基準 

｢４．商品名の表示基準｣に基づき商品名に特定名称を記載する場合の運用基準は、次の通り定め

る。 
６－１  基準を定める特定名称は次の通りとする。 

｢ミルク｣、｢牛乳｣、｢バター｣、｢チーズ｣、｢卵｣、｢果実・果汁｣、｢食肉｣、｢魚肉｣、｢レバー｣。 
６－２  特定名称を表示した場合に使用すべき原材料および製品の重量に占める当該原材料の製造時

の配合割合は表３の通りとする。ただし希釈等調製して摂食するものにあっては、製品の重量

に代えて標準濃度に調製した重量に対する製造時の配合割合とする。 
 

表３   使用原材料および配合割合 
特定名称 使用原材料 配合割合 表示例 
ミ ル ク  牛乳または乳製品 10％以上(生乳換算） ミルクがゆ 
牛   乳 牛 乳   10  ％ 以上 牛乳プリン 
バ タ ー  バター    0.5％ 以上 バターがゆ 
チ ー ズ  チーズ    2  ％ 以上 チーズグラタン 

卵   卵    5  ％ 以上 野菜の卵あんかけ 
果実・果汁 果実・果汁   10  ％ 以上 りんごゼリー 
食   肉 食 肉    2  ％ 以上 チキンリゾット 
魚   肉 魚  肉    2  ％ 以上 しらすチャーハン 
レ バ ー レバー    2  ％ 以上 レバー入り野菜カレー 

１） 食品缶詰の公正競争規約に規定する｢肉野菜｣、｢魚野菜｣、｢レバー野菜｣はその基準に

よるものとし、当基準から除外する。 
２） ｢ミルク｣と表示する場合に使用できる乳製品は下記の通りとする（カッコ内は生乳に

換算する際の換算係数）。 
  牛乳（1.00）、全粉乳（8.68）、脱脂粉乳（6.48）、全脂練乳（2.66）、脱脂練乳（1.84）、

生クリーム（5.63（乳脂肪 40％の場合）） 
３） 果実・果汁、食肉、魚肉について｢りんご｣、｢鶏肉｣、｢しらす｣等特定の種類を表示す

る場合は当該原材料が所定の割合以上配合されていること。 
４） 複数の同種の原材料を混合して配合する場合で、それらを合算した量が表３に示され

た配合割合以上になるものにあっては｢食肉（もしくは肉）｣、｢魚肉（もしくは魚）｣、｢果

実（もしくは果物）、果汁｣等と示すこと。 
５） 複数の同種の原材料を混合して配合する場合で、それぞれの原材料が表３に示された

配合以上の場合は、当該原材料を特定名称として表示できる。ただし配合割合が多いもの

を省略し、少ないものだけを表示してはならない。 
６） ｢食肉｣、｢魚肉｣、｢レバー｣はそれぞれ異種の原材料であり、含有率を合算することは

できない。 
７） 濃縮または乾燥した原材料を使用するものにあっては、濃縮もしくは乾燥前の重量に

換算した当該原材料の重量が表３に示す配合割合以上であること。 
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６－３  基準にもとづき特定名称を商品名に記載したものであって、その配合割合を併記する場合に

あっては次に定める方法により表示する。 
１） 配合割合は表４に示す大きさの文字で見やすく明瞭に商品名に近接して表示する。 

                  表４  配合割合を示す文字の大きさ 
  商品名文字の大きさ  併記文字の大きさ 

18ポイント未満 8ポイント以上 

18ポイント以上 42ポイント未満 10ポイント以上 

42ポイント以上 12ポイント以上 

 
２） ｢果汁｣または｢果実｣を商品名に付した場合は、果汁分（果実分）○○％または○○％以上と表

示する。ただし製品中の果汁（果実）固形分含有率で果汁（果実）固形分○○％以上と表示する

こともできる。 
 
７．運用基準の付則 

１） 運用基準は原則として、ウエットタイプベビーフードおよびドライタイプベビーフードの区別

をせず同一基準とする。 
２） 運用基準６－２でいう配合割合は重量率による。また加工原料は全て生原料換算によるものと

する。 
３） 運用基準６－３の２）でいう果汁分含有率は、標準濃度に調製したときの含有率とし、果汁

固形分含有率は製品中の含有率とする。 
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窒息した場合の対処法 

 

「知っておきたい こどもの看病 手当のしかた」（日本赤十字社編集・発行） 

から抜粋 

 

気 道 異 物 の 除 去 

 

 

あごを支え、頭と頸
くび

を保護する。 太ももに腕をのせ、頭を下げ、 

背中の真中を手
しゅ

掌
しょう

基部
き ぶ

でたたく。 

頭をたたかないように指を曲げる。 

注）生体で練習しないこと。
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商品・サービスに関する危害・危険情報提供サイト一覧 
 

 

サ イ ト 名 （ 運 営 機 関 ） ア   ド   レ   ス 

東京くらしＷｅｂ「くらしの安全情報サイト」

（東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活

安全課） 

http://www.anzen.metro.tokyo.jp/ 

経済産業省「製品安全ガイド」 

（経済産業省） 
http://www.meti.go.jp/product_safety/

国民生活センターホームページ 

（独立行政法人 国民生活センター） 
http://www.kokusen.go.jp/ 

製品評価技術基盤機構(nite)ホームページ 

（独立行政法人 製品評価技術基盤機構） 
http://www.nite.go.jp/ 

（平成 21 年 1 月 28 日現在） 
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消費生活相談窓口一覧 

 
名      称 〒 住           所 相談ダイヤル 

独立行政法人国民生活セ

ンター 
108-8602 東京都港区高輪 3-13-22 (03)3446-0999 

東京都消費生活総合セン

ター 
162-0823 新宿区神楽河岸 1-1 ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ 16 階 (03)3235-1155 

千代田区消費者相談室 102-8688 
千代田区九段南 1-2-1 区役所 2 階区民

商工課内 
(03)5211-4314 

中央区消費者相談窓口 104-8404 
中央区築地 1-1-1 区役所 1 階区民生活

課内 
(03)3543-0084 

港区立消費者センター 108-0023 港区芝浦 3-1-47 (03)3456-6827 

新宿区立新宿消費生活セ

ンター 
169-0075 新宿区高田馬場 4-10-2 (03)3365-6000 

文京区消費生活センター 112-8555 
文京区春日1-16-21文京ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ地下

2階 
(03)5803-1106 

台東区消費者相談ｺｰﾅｰ 110-8615 
台東区東上野 4-5-6 区役所 9 階商業計

画課内 
(03)5246-1133 

すみだ消費者センター 131-0045 墨田区押上 2-12-7-215 (03)5608-1773 

江東区消費者センター 135-0011 江東区扇橋 3-22-2パルシティ江東2階 (03)3647-9110 

品川区消費者センター 140-0014 
品川区大井 1-14-1大井 1丁目共同ビル

4階 
(03)5718-7182 

目黒区消費生活センター 153-0063 目黒区目黒 2-4-36 区民センター1階 (03)3711-1140 

大田区立消費者生活セン

ター 
144-0052 大田区蒲田 5-13-26-101 (03)3736-0123 

世田谷区消費生活センタ

ー 
154-0004 

世田谷区太子堂2-16-7区役所三軒茶屋

分庁舎 3階 
(03)3410-6522 

渋谷区立消費者センター 150-0002 渋谷区渋谷 1-12-5 (03)3406-7644 

中野区消費者センター 164-0001 中野区中野 5-4-7 (03)3389-1196 

杉並区立消費者センター 167-0051 
杉並区荻窪5-15-13あんさんぶる荻窪3

階 
(03)3398-3121 

豊島区消費生活センター 170-0013 
豊島区東池袋1-20-15生活産業プラザ2

階 
(03)3984-5515 
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北区消費生活センター 114-8503 北区王子 1-11-1 北とぴあ 11 階 (03)5390-1142 

荒川区消費者相談室 116-0002 
荒川区荒川2-1-5セントラル荒川ビル3

階 
(03)5604-7055 

板橋区消費者センター 173-0004 
板橋区板橋2-65-6板橋区情報処理セン

ター7階 
(03)3962-3511 

練馬区消費生活センター 177-0041 
練馬区石神井町2-14-1石神井公園区民

交流センター内 
(03)5910-4860 

足立区消費者センター 123-0851 足立区梅田 7-33-1 エル・ソフィア 2階 (03)3880-5380 

葛飾区消費生活センター 124-0012 葛飾区立石5-27-1ウィメンズパル1階 (03)5698-2311 

江戸川区消費者センター 132-0031 
江戸川区松島 1-38-1 グリーンパレス 1

階 
(03)5662-7637 

八王子市消費者センター 192-0053 
八王子市八幡町7-10安藤物産第 2ビル

4階 
(042)625-2621 

立川市女性総合センター 190-0012 
立川市曙町2-36-2立川市女性総合セン

ター 
(042)528-6810 

武蔵野市消費生活センタ

ー 
180-0004 

武蔵野市吉祥寺本町1-10-7武蔵野商工

会館 3階 
(0422)21-2971 

三鷹市消費者活動センタ

ー 
181-0013 三鷹市下連雀 3-22-7 (0422)47-9042 

青梅市消費者相談室 198-0042 
青梅市東青梅 1-2-5 東青梅センタービ

ル 3階 
(0428)22-6000 

府中市消費生活相談室 183-0034 
府中市住吉町 1-84 ｽﾃｰｻﾞ府中中河原 4

階スクエア 21 
(042)360-3316 

昭島市消費生活相談室 196-0015 
昭島市昭和町3-10-2昭島市勤労商工市

民センター内 
(042)544-9399 

調布市消費生活相談室 182-8511 調布市小島町 2-35-1 市役所内 8階 (042)481-7034 

町田市消費生活センター 194-0013 
町田市原町田 4-9-8 町田市民フォーラ

ム 3階 
(042)722-0001 

小金井市消費生活相談室 184-8504 ①小金井市本町 6-6-3 市役所内 (042)384-4999 

小平市消費生活相談室 187-8701 小平市小川町 2-1333 市役所内 
(042)341-1211 

内線 2416 

日野市消費生活相談室 191-0011 
日野市日野本町 1-6-2 生活・保健セン

ター内 
(042)581-3556 

東村山市消費生活相談室 189-8501 東村山市本町 1-2-3 市役所内 (042)393-5111 
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内線 2554,2555 

国分寺市消費生活相談室 

185-8501 
①国分寺市戸倉 1-6-1 市役所内 

（月・火・水） 

(042)325-0111 

内線 224 

185-0034 
②国分寺市光町 1-46-8 ひかりプラザ 

（金） 
(042)573-4342 

国立市消費生活相談コー

ナー 
186-8501 国立市富士見台 2-47-1 市役所内 (042)576-3201 

西東京市消費者センター 202-0005 西東京市住吉町 6-1-5 消費者センター (042)425-4040 

福生市消費者相談室 197-8501 福生市本町 5市役所本庁舎第 2棟 2階 
(042)551-1511 

内線 2514 

狛江市消費生活相談コー

ナー 
201-8585 狛江市和泉本町 1-1-5 市役所内 2階 

(03)3430-1111 

内線 2229 

東大和市消費生活相談 207-8585 東大和市中央 3-930 
(042)563-2111 

内線 1713 

清瀬市消費生活センター 204-0021 清瀬市元町 1-4-17 (042)495-6212 

東久留米市消費者センタ

ー 
203-8555 

東久留米市本町 3-3-1 市役所市民部生

活文化課内 
(042)473-4505 

武蔵村山市消費生活相談 208-8501 
武蔵村山市本町 1-1-1 市役所 1 階市政

情報コーナー内 

(042)565-1111 

内線 108 

多摩市消費生活センター 206-0025 多摩市永山 1-5 ベルブ永山 3階 (042)374-9595 

稲城市消費者ルーム 206-0804 
稲城市百村2111パルシステム生活協同

組合連合会 稲城事務センター3階 
(042)378-3738 

羽村市消費生活センター 205-0003 羽村市緑ケ丘 5-1-30 (042)555-1111 

あきる野市消費生活相談

窓口 
197-0814 あきる野市二宮 350 (042)558-1111 

瑞穂町消費生活相談 190-1292 
西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335瑞穂

町役場庁舎別棟 1F 
(042)557-7633 

（平成 21 年 1 月 28 日現在） 
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・「平成 19 年度事故情報収集調査結果について（概要速報）」 平成 20 年 10 月 3 日 「平

成 20 年度生活・福祉技術センター製品安全報告会」資料 独立行政法人製品評価技

術基盤機構 

 

・「食べ物による窒息事故を防ぐために」 平成 20 年 5 月 2日作成 内閣府食品安全委

員会 

 

・「ベビーフード生産量の推移」 日本ベビーフード協議会 

 

・「ベビーフード指針」 平成 8年 6月 24 日 厚生省生活衛生局長通知 

 

・「授乳・離乳の支援ガイド」 平成 19 年 3 月 14 日 厚生労働省雇用均等・児童家庭

局母子保健課 

 

・「ベビーフード自主規格 第Ⅳ版（改訂版）」 平成 20 年 11 月 日本ベビーフード協

議会 

 

・「心・栄養・食べ方を育む 乳幼児の食行動と食支援」 平成 20 年 11 月 20 日 巷野

悟郎、向井美惠、今村榮一、監修 医歯薬出版株式会社 

 

・「第 38 回国民生活動向調査」 平成 20 年 1 月 9日 独立行政法人国民生活センター 

 

・「知っておきたい こどもの看病 手当てのしかた」 平成 19 年 4 月 1日 日本赤十

字社編集･発行 

 

・内閣府食育推進担当ホームページ 

 

・「東京都食育推進計画」 平成 18 年 9 月 東京都 

 

・「母子健康手帳の様式（省令様式部分）及び様式例（通知様式部分（任意記載事項））」 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課 

 

・「平成 18 年度地域保健・老人保健事業報告の概況」 平成 20 年 3 月 28 日 厚生労働

省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課 
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東京都商品等安全対策協議会の概要 

 

１ 委員及び特別委員名簿 
 

委員種別 氏 名 現   職 

委 員 

片岡 茂 独立行政法人国民生活センター 商品テスト部 調査役 

小林 睦子 東京都地域活動連絡協議会 会長 

詫間 晋平 ◎ くらしき作陽大学 子ども教育学部 教授 

松川 茂夫 東京消防庁 防災部 生活安全課長 

持丸 正明 ○ 
独立行政法人産業技術総合研究所 

デジタルヒューマン研究センター 副センター長 

山上 紀美子 社団法人全国消費生活相談員協会 専務理事 

特別委員 

稲瀬 彰 森永製菓株式会社 執行役員 品質保証部長 

大越 ひろ 日本女子大学 家政学部食物学科 教授 

小野 裕嗣 特定非営利活動法人キッズデザイン協議会 専務理事 

関口 純一 
日本ベビーフード協議会 代表者 

（和光堂株式会社 管理本部 品質保証部 部長） 

高橋 八映 
社会福祉法人東京都社会福祉協議会 保育部会副部会長 

（練馬二葉保育園園長） 

古澤 紳一 亀田製菓株式会社 執行役員 マーケティング部長 

向井 美惠 昭和大学 歯学部口腔衛生学 教授 

山中 龍宏 緑園こどもクリニック 院長 

（委員種別ごとに 50 音順、敬称略。◎：会長、○：副会長） 

 

２ 協議の経過 
 

 (1) 協議会の開催  計 4 回 

   第 1 回  平成 20 年 10 月 22 日（水）   午後 2時 30 分から 4時 30 分 

   第 2 回  平成 20 年 11 月 25 日（火）   午後 6時から 8時 

   第 3 回  平成 20 年 12 月 16 日（火）   午後 5時から 7時 

   第 4 回  平成 21 年 1 月 28 日（水）   午前 10 時から 11 時 30 分 

 (2) インターネット消費者アンケート調査 

   実施期間：平成 20 年 9 月 16 日（火）から 9月 24 日（水） 

 (3) インターネットホームページによる意見募集 

   実施期間：平成 20 年 10 月 22 日（水）から平成 21 年 1 月 20 日（火） 

 (4) インターネット都政モニター制度による意見募集 

   実施期間：平成 20 年 11 月 21 日（金）から 12 月 1 日（月） 
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